
平成23年 第２回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第５日）

平成23年３月24日（木曜日）

議事日程（第５号）

平成23年３月24日 午前９時開議

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議事日程の宣告

日程第３ 議案第６号 平成22年度南部町一般会計補正予算（第６号）

日程第４ 議案第７号 平成22年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第５ 議案第８号 平成22年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第９号 平成22年度南部町住宅資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

日程第７ 議案第10号 平成22年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第11号 平成22年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第12号 平成22年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

日程第10 議案第13号 平成22年度南部町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第11 議案第14号 平成22年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第15号 南部町課設置条例の一部改正について

日程第13 議案第16号 南部町保育所条例の一部改正について

日程第14 議案第17号 南部町災害遺児手当支給条例の一部改正について

日程第15 議案第18号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第16 議案第19号 南部町旧家保存施設民俗資料館条例の廃止について

日程第17 議案第20号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第18 議案第21号 平成23年度南部町一般会計予算

日程第19 議案第22号 平成23年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第20 議案第23号 平成23年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第21 議案第24号 平成23年度南部町介護サービス事業特別会計予算

日程第22 議案第25号 平成23年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算

日程第23 議案第26号 平成23年度南部町建設残土処分事業特別会計予算

日程第24 議案第27号 平成23年度南部町墓苑事業特別会計予算
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日程第25 議案第28号 平成23年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第26 議案第29号 平成23年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第27 議案第30号 平成23年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第28 議案第31号 平成23年度南部町水道事業会計予算

日程第29 議案第32号 平成23年度南部町病院事業会計予算

日程第30 議案第33号 平成23年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第31 陳情第５号 「交通基本法」制定に関する陳情書

日程第32 陳情第６号 環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）の参加に反対する陳情書

日程第33 請願第１号 南部町議会の住民に対する説明会の開催を求める請願

日程第34 陳情第２号 「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出を求める陳情書

日程第35 議案第34号 南部町職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第36 発議案第１号 移動権の保障等を定めた交通に係る基本法の早期制定を求める意見書

日程第37 発議案第２号 人権⋞同和対策特別委員会の設置について

追加日程第38 議長不信任案の動議

日程第39 議長発議第３号 閉会中の継続審査の申し出について

日程第40 議長発議第４号 閉会中の継続審査の申し出について

日程第41 議長発議第５号 閉会中の継続審査の申し出について

日程第42 議長発議第６号 閉会中の継続審査の申し出について

追加日程第43 議長発議第７号 閉会中の継続審査の申し出について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議事日程の宣告

日程第３ 議案第６号 平成22年度南部町一般会計補正予算（第６号）

日程第４ 議案第７号 平成22年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第５ 議案第８号 平成22年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第９号 平成22年度南部町住宅資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

日程第７ 議案第10号 平成22年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第11号 平成22年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第12号 平成22年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）
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日程第10 議案第13号 平成22年度南部町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第11 議案第14号 平成22年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第12 議案第15号 南部町課設置条例の一部改正について

日程第13 議案第16号 南部町保育所条例の一部改正について

日程第14 議案第17号 南部町災害遺児手当支給条例の一部改正について

日程第15 議案第18号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第16 議案第19号 南部町旧家保存施設民俗資料館条例の廃止について

日程第17 議案第20号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第18 議案第21号 平成23年度南部町一般会計予算

日程第19 議案第22号 平成23年度南部町国民健康保険事業特別会計予算

日程第20 議案第23号 平成23年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第21 議案第24号 平成23年度南部町介護サービス事業特別会計予算

日程第22 議案第25号 平成23年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算

日程第23 議案第26号 平成23年度南部町建設残土処分事業特別会計予算

日程第24 議案第27号 平成23年度南部町墓苑事業特別会計予算

日程第25 議案第28号 平成23年度南部町農業集落排水事業特別会計予算

日程第26 議案第29号 平成23年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算

日程第27 議案第30号 平成23年度南部町公共下水道事業特別会計予算

日程第28 議案第31号 平成23年度南部町水道事業会計予算

日程第29 議案第32号 平成23年度南部町病院事業会計予算

日程第30 議案第33号 平成23年度南部町在宅生活支援事業会計予算

日程第31 陳情第５号 「交通基本法」制定に関する陳情書

日程第32 陳情第６号 環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）の参加に反対する陳情書

日程第33 請願第１号 南部町議会の住民に対する説明会の開催を求める請願

日程第34 陳情第２号 「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出を求める陳情書

日程第35 議案第34号 南部町職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第36 発議案第１号 移動権の保障等を定めた交通に係る基本法の早期制定を求める意見書

日程第37 発議案第２号 人権⋞同和対策特別委員会の設置について

追加日程第38 議長不信任案の動議

日程第39 議長発議第３号 閉会中の継続審査の申し出について
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日程第40 議長発議第４号 閉会中の継続審査の申し出について

日程第41 議長発議第５号 閉会中の継続審査の申し出について

日程第42 議長発議第６号 閉会中の継続審査の申し出について

追加日程第43 議長発議第７号 閉会中の継続審査の申し出について

出席議員（13名）

１番 板 井 隆君 ２番 仲 田 司 朗君

３番 雑 賀 敏 之君 ４番 植 田 均君

５番 景 山 浩君 ６番 杉 谷 早 苗君

８番 青 砥 日出夫君 ９番 細 田 元 教君

10番 石 上 良 夫君 11番 井 田 章 雄君

12番 秦 伊知郎君 13番 亀 尾 共 三君

14番 足 立 喜 義君

欠席議員（１名）

７番 赤 井 廣 昇君

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 谷 口 秀 人君 書記 伊 藤 真君

書記 本 田 秀 和君

書記 加 藤 潤君

説明のため出席した者の職氏名

町長 坂 本 昭 文君 教育長 永 江 多輝夫君

病院事業管理者 田 中 耕 司君 総務課長 森 岡 重 信君

財政室長 唯 清 視君 企画政策課長 長 尾 健 治君

地域振興統括専門員 仲 田 憲 史君 税務課長 分 倉 善 文君

町民生活課長 加 藤 晃君 教育総務専門員 中 前 三紀夫君
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病院事務部長 陶 山 清 孝君 健康福祉課長 前 田 和 子君

建設課長 三 鴨 義 文君 上下水道課長 頼 田 泰 史君

産業課長 景 山 毅君 農業委員会事務局長 真 壁 紹 範君

監査委員 須 山 啓 己君

午前９時００分開議

○議長（足立 喜義君） 赤井議員は、御承知のとおり欠席届が出ておりますので、御報告申し上

げておきます。

ただいまの出席議員数は１３人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、本日の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（足立 喜義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、次の２人を指名します。

８番、青砥日出夫君、９番、細田元教君。

⋞ ⋞

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（足立 喜義君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第３ 議案第６号

○議長（足立 喜義君） 日程第３、議案第６号、平成２２年度南部町一般会計補正予算（第６

号）を議題といたします。

本件については、総務経済常任委員会を主体とする連合審査でありますので、初めに総務経済

常任委員長から報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 総務経済常任委員長です。それでは、委員会に付託され

ました案件につきまして御報告いたします。

その前に、お断りをしておきます。当委員会は委員会の審査を３月の１２日に行いました。１
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名の委員の方が病気理由で欠席されておりましたので、委員会で審議した委員のメンバーは６名

になっております。最初にお断りをしておきます。

それでは、議案第６号、平成２２年度南部町一般会計補正予算（第６号）でありますが、総務

経済常任委員会にかかわります案件につきまして、全員一致で可決すべきものと決しております。

以上です。

○議長（足立 喜義君） 続いて、民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 議案第６号に関しましては、民生教育常任委員会でも全員

一致で可決すべきと決しております。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第６号、平成２２年度南部町一般会計補正予算（第６号）を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。（発言する者あり）

休憩します。

午前９時０６分休憩

午前９時０６分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

⋞ ⋞

日程第４ 議案第７号

○議長（足立 喜義君） 日程第４、議案第７号、平成２２年度南部町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。
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民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第７号、平成２２年度南部

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）については、本議案の議案の中身は、ほぼ実績

に合わせた額の確定に伴う補正でございました。

全員一致で可決すべきと決しております。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第７号、平成２２年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を

採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第５ 議案第８号

○議長（足立 喜義君） 日程第５、議案第８号、平成２２年度南部町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 議案第８号、平成２２年度南部町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）。

この予算につきましても実績に合わせた額の確定による補正でございまして、全員一致で可決

すべきものと決しております。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第８号、平成２２年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を採

決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第６ 議案第９号

○議長（足立 喜義君） 日程第６、議案第９号、平成２２年度南部町住宅資金貸付事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第９号、平成２２年度南部

町住宅資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）ですが、県からの補助金の額が確定したことに

伴う一般会計からの繰入額との調整の予算でございます。

全員一致で可決すべきと決しました。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第９号、平成２２年度南部町住宅資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）を

採決いたします。
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本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第７ 議案第１０号

○議長（足立 喜義君） 日程第７、議案第１０号、平成２２年度南部町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第５号）を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第１０号、平成２２年度南部町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第５号）でありますが、これは委員会での審査の結果、全員一致で可決すべき

ものと決しております。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１０号、平成２２年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）

を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第８ 議案第１１号

○議長（足立 喜義君） 日程第８、議案第１１号、平成２２年度南部町浄化槽整備事業特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。
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本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第１１号、平成２２年度南部町浄化槽整備事業特別

会計補正予算（第２号）でありますが、審査の結果、全員一致で可決すべきものと決しておりま

す。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１１号、平成２２年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）を

採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第９ 議案第１２号

○議長（足立 喜義君） 日程第９、議案第１２号、平成２２年度南部町公共下水道事業特別会計

補正予算（第４号）を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第１２号、平成２２年度南部町公共下水道事業特別

会計補正予算（第４号）でありますが、審査の結果、全員一致で可決すべきものと決しておりま

す。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。
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質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１２号、平成２２年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）を

採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第１０ 議案第１３号

○議長（足立 喜義君） 日程第１０、議案第１３号、平成２２年度南部町水道事業会計補正予算

（第４号）を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第１３号、平成２２年度南部町水道事業会計補正予

算（第４号）。

審査の結果、全員一致で可決すべきものと決しております。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１３号、平成２２年度南部町水道事業会計補正予算（第４号）を採決いたし

ます。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第１１ 議案第１４号

○議長（足立 喜義君） 日程第１１、議案第１４号、平成２２年度南部町病院事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第１４号、平成２２年度南

部町病院事業会計補正予算（第２号）についてでございます。

この中身については、交付税措置分を一般会計から繰り入れるという交付税整理に伴う補正で

ございました。なお、議案の内容説明に付随しまして当期の決算見込みの報告も受けており、黒

字決算となる見込みであるという報告でございました。

全員一致で可決すべきと決しております。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１４号、平成２２年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）を採決いたし

ます。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第１２ 議案第１５号

○議長（足立 喜義君） 日程第１２、議案第１５号、南部町課設置条例の一部改正についてを議
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題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第１５号、南部町課設置条例の一部改正についてで

ありますが、委員会の審査の結果、全員一致で可決すべきものと決しております。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） １点だけお願いします。この課設置条例は、これまで健康福祉課

が国保の事務を取り扱っていたものを町民生活課に事務を移管するという内容だと思いますけれ

ども、それに伴って人員配置が変わると思いますが、その点と、正規職員等だけでその事務が賄

えるかどうか、その点どのように聞き取っておられますでしょうか。（発言する者あり）

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 今、植田議員の方から質問されました件につきましては

事前に通告を受けていませんでしたので、議会の規則で事前に通告を受けるように全員の意思を

統一しておりますので、残念ながら答えるべき資料は持ち合わせておりません。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１５号、南部町課設置条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第１３ 議案第１６号

○議長（足立 喜義君） 日程第１３、議案第１６号、南部町保育所条例の一部改正についてを議

題といたします。
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本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第１６号、南部町保育所条

例の一部改正についてについてですが、本議案の内容は、南部町の保育所の運営を指定管理者に

行わせることができるようにすること並びに保育所運営に当たり、指定管理者の行う業務を規定

するものでございました。

賛否両意見あり、採決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見の主なものとしては、今回予定の２園だけでなく、すべての４園、残りの２園も指定

管理可能とする条例であるので、そのような道筋をつける改正には反対であるという御意見でご

ざいました。

賛成意見としては、この条例は保育園を指定管理にすることができるための条例であり、園を

指定する必要は特にないのではないかという御意見でございました。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私は、この議案第１６号、南部町保育所条例の一部改正について

反対の立場から討論をいたします。

まず、反対の理由は、この条例の改正は町立保育園を民営化する条例であることを理由に反対

いたします。今回、町が行おうとしている条例改正は、町民、保護者に対して十分な説明もない

まま、さくら、つくし保育園の２園を民営化するものであります。また、残るひまわり、すみれ

の２園もいつでも民営化することのできる内容であります。この条例改正は、町の説明責任を十

分に果たさないまま、伯耆の国へ指定管理させる条例改正であると言わざるを得ません。児童福

祉法の精神からも保育園を民営化すべきでないということを理由に、この条例改正に反対いたし

ます。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、井田章雄君。
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○議員（11番 井田 章雄君） 井田でございます。私は、賛成の立場で討論をさせていただきま

す。

この条例改正は、平成２４年度から実施予定の保育園の指定管理者による管理運営のため、指

定管理者が管理できるよう、条例に３条を加え新しく一部を改正するものであります。特に、第

１１条で、指定管理者は、法令、条例、規則、その他町長の定めるところに従い、保育所の管理

を適正に行わなければならないという条項が定義されております。したがって、私は、このこと

について賛成するものであります。以上であります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 議案第１６号、南部町保育所条例の一部改正に反対の立場で討論

します。

そもそも、南部町保育所は町の直営でこれまで健全に、いろいろ職員の待遇の問題はあったに

しても町直営でやってきたわけです。それを児童福祉法の精神、２条には、国と自治体は子供の

健全な育成の責任を負うとしている、この精神からして町が直接責任を負うということが第一番

に強調したい点であります。

そして、今回指定管理をすることができるようにすることは、町長は保育園の非正規職員の待

遇改善のために、伯耆の国の正規雇用によって身分が安定するとの説明ですけれども、非正規職

員の身分の安定を言うならば正規職員の比率を引き上げ、非正規職員の待遇改善を町が直営です

るべきです。そして、この非正規職員を３年で雇用を打ち切りする根拠は、労働基準法第１４条

にも反しています。この労働基準法第１４条は継続雇用が原則という立場である点から見ても、

町の条例が問題だと言わざるを得ません。

そして、次に、南部町の保育所を指定管理することができるとなっていると、この条項は、先

ほど雑賀議員も言われましたけれども、４園にすることが可能だということも委員会で聞き取っ

ております。そういう内容でありますから、なし崩しに指定管理が広げられるという問題がある

と言わざるを得ません。そして、町が子供たちの健全育成のために直営で責任を果たしていく、

そのことを強く求めてこの議案に反対するものであります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷早苗でございます。私は、この議案第１６号、南部町

保育所条例の一部改正について賛成の立場で討論いたします。

－１５－



先ほどから反対の方の論点がだんだんとずれてきているように思います。内容につきましては、

また他の部分でしっかり討論すればいいということです。それに、この条例は、あくまでも今後

の町の方針というものを正しく方向を持っていくために定めるものでございます。反対者の方た

ちはどこに根拠があるのか、何がもとなのかということを常におっしゃっております。これはそ

のようにできるということの条例でございます。

それと、先ほどちょっと気になることを雑賀議員がおっしゃいました。４園をすべて民営化す

るというように聞き取っているというふうにおっしゃったんですが、私たちはそういうふうには

聞いておりません。今のところそういうことは考えていません。ただ、民営化ができるというこ

の条例だけを制定するというふうに私たちは聞き取っております。同じ委員会の中で、それぞれ

考え方を、前もっての先入観があると、こんなにも意見が違ってくるのかなと思っております。

以上をもちまして賛成の討論といたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。私は、この議案１６号、南部町保育所条例の一部改正

について反対することで意見を申し上げます。

児童福祉法では、第２条でこのように規定しております。児童の育成の責任。国及び地方公共

団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う、このようにき

ちっと明記しております。つまり、私が言うのは、この町内に民営の保育園はありません。長ら

く続いてきた町独自でやったことを今どうしてこれをするのかということを納得できない、その

ことから発言するものであります。保育所の責任を持つということ、そのことについては非常に

重要であり、今まで町の公の施設を指定管理に出す場合は、どこの施設をするかということをき

ちっと明記して条例を改正しております。

今回の条例改正では、どこの施設をやるのかということは明記されておりません。先ほど賛成

者の討論の中でずれているということですが、ここが一番の欠陥ではないでしょうか。この本会

議の中でも町長は２園を民営化するが、残りについては考えていない、このように発言したので

はありませんか。であれば、このたびこの後で議案が出てきますが、さくら、そして、つくし、

この２園を民営化、いわゆる伯耆の国にしたいということであるならば、きちっと２園を園名を

上げて条例に書き込むこと、これが原則ではありませんか。つまり、その園名を上げてないとい

うことは、将来にわたってはあとの残りの２園もいつでも指定管理、そして、民間で運営をでき

る、このようにするということにつながるものではありませんか。そのことをもって私は反対し
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ます。

最後になりますが、町の公の施設の保育園は直営でやることを求めます。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 議案第１６号について賛成討論させていただきます。今、共産党

３議員がるる反対討論されました。一番の大きな危惧されるというか、問題にしておられるのは

児童福祉法、これが一番もとになってると思いますが、この児童福祉法に基づいて第２条、公的

責任ですね、これについて反対されると言われましたけども、公設民営で、これはるる何回も説

明しておられましたように、町が責任を持つ、はっきり言っておられます。基づいてこういうこ

とは一つもならない。たとえこれ民営化になっても公設民営で、この児童福祉法に基づく公的責

任は町が負います。一つも問題ありません。

それと、住民に説明がないと言われましたけど、一番大事な当事者、保護者、この問題になっ

ております非正規職員については何回ともなく面談もし、意見を合わせておられました。それで

皆さん合意を得られて、オーケーということで民営化になったことであります。

今、植田議員が職員の待遇について問題があるけどもと言われました。その一番の大きな問題

が非正規職員の雇用の問題でありました。これをもし、この議案が反対されるならば、非正規職

員についてはもう職場がありません。あなたやちがいつも言っておられますワーキングプアの一

番の最たるのがこの問題でありました。これが今回のこの提案でワーキングプアも解消されます。

また、労基法に基づいて問題があると言われましたが、確かに労働基準法では３年を経過したら

雇用しなければいけません。これは町営の施設でありまして、町の職員であります。町の職員と

いうことは公務員であります。この公務員試験がなかなか通らないというか、公務員試験を受け

ないけん、通らないけんという難関、壁がございます。そういうことで、非正規職員ということ

で同じ仕事をしながらこの町の保育園を今まで頑張っていただいております。これを非正規職員、

同じ仕事をしながら待遇改善のためにこのような措置をされたということでこの条例が出てまい

りました。また、この議案が出てまいりました。ということに基づきまして、この第１６号につ

いては賛成討論といたします。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） 仲田でございます。南部町保育所条例の一部改正を賛成する立場

で討論をさせていただきます。
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この条例につきましては、先ほど委員長並びに細田議員の方からも話がございましたけれども、

指定管理ができるという一般的な条項のものでございます。ですから、この後に出てくる２園を

云々というのは別の問題でございますので、この条項につきましては何ら危惧する問題はないと

いうように思って賛成するものでございます。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

１０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 反対討論の中でいつも出てきますけど、いろんな全協の場でも出

てきます。公設民営と私は確認しております。ところが、いかなる場所でも完全なる民営化、責

任はだれが持つのか、細田議員も言われました。保育方針にのっとってあくまで町が行う、はっ

きりと言われております。住民の皆さんは不安がっておられます。なぜこういう話が増幅したよ

うな話になってくるのか。説明は何回も受けております。公設民営で町が保育方針にのっとって

責任を持って行うと明記しておりますので、この条例のとおり保育所の施設、設備、備品、維持

管理に関する業務、また、指定管理者は法令、条例、規則、その他町長の定めるところに従い、

保育所の管理を適正に行わなければならないと、この責任もきちっと明記してあります。住民の

皆さんの不安をあおるようなことは、私は議員としてちょっと考えるべきだと思いますので賛成

いたします。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１６号、南部町保育所条例の一部改正についてを採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 賛成多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第１４ 議案第１７号

○議長（足立 喜義君） 日程第１４、議案第１７号、南部町災害遺児手当支給条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） どうも済みません。議案第１７号、南部町災害遺児手当
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支給条例の一部改正につきましてですが、委員会での審査の結果、全員一致で可決すべきものと

決しております。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１７号、南部町災害遺児手当支給条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第１５ 議案第１８号

○議長（足立 喜義君） 日程第１５、議案第１８号、南部町国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長でございます。議案第１８号、南部町

国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、この議案は出産育児一時金の金額を３５

万円から３９万円と増額するというものでございました。

全員一致で可決すべきものと決しております。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１８号、南部町国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第１６ 議案第１９号

○議長（足立 喜義君） 日程第１６、議案第１９号、南部町旧家保存施設民俗資料館条例の廃止

についてを議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第１９号、南部町旧家保存施設民俗資料館条例の廃

止についてでありますが、この旧家保存施設ということをちょっと説明しておきます。

これは細田武氏から寄附を受けました木造平屋建てカヤぶき屋根の建物であります。第２期山

村地域農業対策事業にて、１９８２年に事業費１，９６０万８，０００円をかけて完成された施

設であります。今回、条例を改正することによって条例を改正し、一般財産にすることによって

貸し付け、売却ができるようにするものでありますが、審査の結果、全員一致で可決すべきもの

と決しております。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） この旧家保存施設ですけれども、いろいろな経過があったと聞い

ておりますけども、町がこの保存にかけた経費がこれまで累積でどの程度支出してきたのかとい

うようなことについては聞き取っておられませんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 聞き取ってはいませんが、予算書あるいは決算書の中に

明記されております維持管理費数十万ですか、それの累計で、具体的な活用というのはここ十数

年来やっておりません。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

１３番、亀尾共三君。
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○議員（13番 亀尾 共三君） 委員長にお聞きします。昨日の全協でもお尋ねしましたけども、

それ以外にちょっと落としておりましたので、もし聞き取っておられたらお聞きしたいんですが、

この建物、財産は南部町旧家保存施設民俗資料館ということになっておりますね。私も何回かこ

こに、所轄に属しておりましたときには、委員会に属しておったときにはのぞいてみましたし、

そうでない当初のときにも客として行ったわけですが、そのときに民俗資料、例えて言うと機織

り機だとか、あるいはかさだったかな、民俗資料が置いてあったんですが、この扱いは建物がき

のうの段階では貸し付けでいくということだったんですが、この今資料としての分はどのような

ことを扱いをされるのか、聞いておられましたら答弁お願いします。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 通告にありませんでしたので、細かな詳細につきまして

は少し答弁の方が間違ってるかもしれませんが、この民俗資料の所有者というのは町のものでは

ありません。持ち主の名前は聞いていたんですけどちょっと忘れてしまいましたが、もし売却等

をするならば、あるいは貸し付け等をするならば返してほしいという旨の通告をしてるというふ

うに個人的ですけど、聞いております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第１９号、南部町旧家保存施設民俗資料館条例の廃止についてを採決いたしま

す。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第１７ 議案第２０号

○議長（足立 喜義君） 日程第１７、議案第２０号、公の施設の指定管理者の指定についてを議

題といたします。
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本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第２０号、公の施設の指定管理者の指定についてで

あります。

これはさくら保育園、つくし保育園を指定管理に出すためのものでありますが、保育園は民生

担当でありますので、条例の部分につきましてのみ当委員会で町民生活課長の方から説明を受け

ました。

審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決しております。

この審査の結果の反対の意見でありますが、保育経験のない法人団体に管理を任せるのには反

対。２番目として、南部町条例に照らし合わせて経費の節減となっていないので反対。３番目と

して、管理者選定委員会に出すべき資料が十分でない。規則では提出すべき収支予算書等によっ

て資料の提出が十分でないということによって反対する。

賛成の意見は、公設民営の組織となる。２番目として、職員の雇用の継続となる。これは２３

年３月で非常勤職員が雇用の期限が切れるためのものでありますが、これのための雇用の継続と

なる。３番目として、法人組織として伯耆の国は保育の経験はないが、臨時職員の人たちは個々

としては十分な経験もあり、保育士の資格も持っている。十分な対応ができると考える。４番目

として、伯耆の国も福祉法人としてきちんと経営がなされており、指定管理者先として十分であ

ると考えるというような意見でありました。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） この議案第２０号で保育園の公設民営と言っておられますけれど

も、伯耆の国に指定管理をさせるという議案ですが、これは南部町条例の公の施設の指定管理者

の指定に関する条例第６条において、選定の基準が示されております。１つには、施設の利用者

に平等利用が確保されること。２つには、施設の効用を最大限に発揮させるとともに経費の縮減

を図るもの。３つ目として、指定申請の法人等が管理業務を安定して行う能力があることという

３つの選定基準があります。それで、私、選定委員会の議事録等を読ませてもらいましたけれど

も、そういう審査の中身になってないというふうに感じたんですけども、委員会でその３つの基

準に照らして適当だという根拠についてどのように聞き取っておられますか。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 植田議員の方からの質問の要旨というのは出ておりませ
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んでしたので、的確には答えられないというふうに考えておりますが、確かに委員会の審議をす

るときに議事録、あるいは伯耆の国の決算書、それから事業内容等については提示はされません

でした。それは議会の議員控室に資料を添付しておるので、膨大な資料なので、申しわけありま

せんが、それをよく読んでくださいという説明がございました。審査をしたのは３月の１５日、

決したのは１７日でありますので、委員の皆様は個々それらの資料を十分に理解され、審査に臨

まれたというふうに考えております。その点も踏まえて審査の結果、賛成意見があったというふ

うに考えております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 私は、委員長にお聞きします。よろしくお願いします。以前も指

摘した、今議会でも聞いたんですが、指定管理者になる団体に出す場合、指定の期間というのが

通常というんですか、普通３年を境というぐあいにして、長いところでも５年だったと思うんで

すよ。ところがこれは、さくら、つくし保育園、この２園については来年２４年４月１日から１

０年後の３４年３月３１日まで、つまり１０年間を期間とするという条例の議案なんです。私は、

この期間１０年というのは、いわゆる経済的な変化といいますか、保育の事業とか、そういうこ

とがいろいろまた変わる面もあるんじゃないかと思うんです、予測されますね。常に、今、保育

の審議会でもやっておりますが、そういうことで変わるということも十分考えられるわけなんで

すよ。そういう中で１０年を設定した理由というものを再度お聞きしますので、よろしくお願い

します。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） それにつきましても、そのような通告はありませんでし

たので非常に私見になると思いますので、もしかしたら、解釈が間違ってるかもわかりません。

単なる事業、例えば物をつくる、あるいは例としては給食センターのような、物をつくる、ある

いは緑水園のように接客をする、そういう指定管理の場合には２年なり３年なり、非常に短い期

間で十分な効果が上げられる、あるいは効果が上げられないという結果が出るというふうに考え

ますが、この保育園というのは教育の一環であります。教育をそういう指定管理に出す場合、２

年とか３年とか、そういう短期間で効果がうまく上がるというふうには思いません。私は、１０

年というスパンはむしろ短いような気がしております。長期的な視野に立って子供たちをどう育

てていくのか、町の保育はどうしていくのか、そういう観点から考えられた期間だろうというふ

うに考えております。以上です。
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○議長（足立 喜義君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 再度お聞きします。先ほど植田議員から質疑があって、いわゆる

３点ですね、指定管理に出す場合の中で要綱にあって、３点あったんですね。その中で、３点目

の最後にいわゆるこれを活用する能力があるのかということがあるんだけれども、前も聞いたん

だけれども、保育事業について、業務について、今までやってこられたことがないところなんで

すよ。先ほども言ったんですけども、保育に対する国の施策が変わる中で、全く経験がなかった

ところが１０年の長期にわたって契約した場合、それに対して対応ができるのかどうなのか非常

に不安なんで、そのことからの立場で審議されたんでしょうかということを再度お聞きします。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 通告がありませんでしたので、私の私見だということを

断って御答弁させていただきました。能力があるとかないとかという問題につきまして、亀尾議

員とやろうというふうには考えておりません。一例を挙げますと、ある町である地域で、保育園

がその地域からなくなるという例があって新聞等に出てました、ごらんになった方もあると思い

ますが。それを地域の方が保育園を経営するという記事があって、非常に称賛された文章であり

ました。その地域には保育の経験があったでしょうか。いろいろなことを難点をつければ切りが

ありません。前向きに考えて出発させていかないと物事は始まらないと思います。

少し議事録の件が出ましたので、参考に議事録を少し抜粋しましたので読ませていただきます。

伯耆の国の担当者はこういうふうに言っておられます。法人の説明の後に１年をかけて現場と

具体的な引き継ぎを行っていく。質の高い保育を実施できるような体制づくりをしたい。そうい

うふうに言っておられます。そして、具体的にはどういうことを述べておられるかというと、個

性の重視、集団性の中での調和。２番目に、縦割り保育を行わない。３番目に、社会の一員、保

護者との連携。４番目に、保護者の支援。これは延長保育、あるいは２４時間保育というような

計画だろうというように思います。それから、行政の方針を守る。こういうふうに述べておられ

ます。そして、一番最後に非常に印象的だった言葉をこういうぐあいに言っております。最後に

担当者からは、保育業務は未経験な部分であり、保護者の方も町民の方も不安をお持ちであると

考えています。指定管理を受けることになれば、まず保護者や町民の誤解をどのように解いてい

くのか。この誤解という言葉は非常に誤解されると困りますが、これは反対の運動があるという

現状についてであります。最終的には、法人が指定管理を受けてくれてよかったということを住

民、行政に喜んでいただくべき努力をしていきたいと、こういうふうに最後に述べておられます。

私は、こういう姿勢があれば、十分指定管理として伯耆の国はやっていけるというふうに確信
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をしております。これは議事録を読んだ私の私見でありますので答弁にはならないかもわかりま

せんが、通告を受けていない質問を受けてますので、私見で答えるしかありません。以上です。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 亀尾議員の質問の流れの中で、私も議事録読ませてもらいました。

それで、審査委員の方が今の保育業務を管理できる能力があるのかということで、今の町職員と

の人事交流とかいろんなことを言っておられまして、明確に能力があるというふうに言い切って

おられないんですよ。（発言する者あり）議事録読めばわかりますよ、公開されてますからね。

読んで審査されたと思ってますけど……。

○議長（足立 喜義君） 質疑の内容に入ってください。

○議員（４番 植田 均君） そういう審査の中身がある中で、なぜ今焦って指定管理をしなけ

ればいけないのかということを委員会の中でどのように判断されたのか、その点よろしくお願い

します。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） それは植田議員の意見でありまして、残念ながら質問の

骨子にはなっていませんので、私は答える義務はないというふうに考えています。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ３番、雑賀敏之です。私は、この議案第２０号、公の施設の指定

管理者の指定について反対する立場から討論いたします。

まず、反対理由です。この議案は、さくら保育園、つくし保育園の２園を社会福祉法人伯耆の

国へ管理運営をさせるものであります。南部町公の施設の指定管理者の指定に関する条例の手続

等に不備があることを理由に反対いたします。

条例の第４条の２項で、指定管理者の指定を受けようとする法人等は、申請するときは事業計

画書、収支予算書及びその他規則で定める書類を添付しなければならないとなっております。第

６条で、町長は第４条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によりその内容を審査

し、候補者を選定するものとする。１に、施設運営は、施設の使用者または利用者の平等な使用、
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利用を確保するものであること。２、事業計画書の内容が当該町の施設の効用を最大限に発揮さ

せるものであることとともに、当該町の施設を管理する業務に係る経費の節減を図るものである

こと。３、当該指定申請を行った法人等が、事業計画書に沿った当該管理業務を安定して行う能

力を有するものであること。２項には、町長は、前項の規定により指定管理候補者を選定すると

きは、あらかじめ第１６条第１項に規定する選定委員会の意見を聞かなければならないとなって

おります。次に、第７条の２項に、公募によらず指定管理候補者を選定する場合においても、第

６条第１項に定める基準に沿って審査することとする。その際、当該法人等に対し、事業計画書

等を提出させるものとする。３項に、町長は、公募による選定と同様に選定委員会の意見を聞か

なければならないと規定されております。

まず、条例ですが、経費の節減を図ることとなっておりますが、今回の指定管理は経費がふえ

ることとなっております。このことで町は総務省通達を経費の増大を認めているとの説明があり

ましたが、これは経費節減ばかりが先行して責任の所在、住民の安全確保に問題があるからです。

御存じのように、某所でプールでの死亡事故がありました。このことは皆さんも御存じだと思い

ます。これは指定管理を受けたところの事故であります。このことのないように十分にチェック

をして指定管理しなさいという通達であり、経費の増を容認するものではありません。

総務省の通達によりますと、平成２２年１２月２８日に出ております。この中で８点、総務省

から通達が出ております。主なところを読み上げます。

３番に、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設ける

ため、これは期間のことを言ってると思います。指定管理の指定は、期間を定めて行うものとす

ることとされている。この期間については法令上、具体的な定めはないものであり、公の施設の

適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において施設の設置目的や事情等を踏ま

えて指定期間を定めること、これは十分です。

それから、４番目、指定管理者の指定の申請に当たっては、住民サービスを効果的、効率的に

提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申

請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ、

同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に

選定を行うこと。

５番目に、指定管理者制度を活用した場合でも住民の安全確保に十分に配慮するとともに、指

定管理者等の協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事

項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的な事項をあらかじめ盛り込むことが望ま
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しいという通達を出しております。

そこで、町及び選定委員会の提出書類の不備がございます。

まず、保育の計画の中で、保育課程及び指導計画が出すようになっております。南部町立保育

園保育課程南部町保育所年間指導計画、子供の発達過程における保育の視点等を基本に実施しま

すとなっています。

計画については、立案時に町と共同し、話し合い、十分な理解のもと実施につなげてきますと

いうことの選定委員会になっておりますが、ですから、まだ計画等は出してないということであ

ります。それから、１日の保育の流れと年間行事計画では、南部町立保育所年間指導計画日課表

等に基づき実施しますとありますが、私が一般質問で申し上げまして出てないと言いましたら、

出しておるということで見ましたら、ここにＡ３版の保育課程ということで南部町立のものかと

見ましたら、最後の方に南部町立さくら保育園となっております。これは南部町立のものを出し

たというぐあいに私は解釈をしておりません。南部町の保育方針じゃないというぐあいに思って

おります。

それから、統合保育に対する考え方の中で、経験者の人数、保育経験、職員配置の考え方、配

置及び勤務体系で、採用方法、資格、経験年数、雇用体系、配置、賃金体系、健康管理、定員時

の配置となっております。特に、賃金体系は法人の給与指定に従いますとありますが、全く示さ

れておりません。収支予算書の提出もありません。提出書類に不備があるということを選定委員

会の不備があり、選定委員会の決定は認めません。以上の理由で反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、板井隆君。

○議員（１番 板井 隆君） １番、板井です。私は、この議案第２０号、公の施設の指定管理

者の指定についてということについて、賛成の立場で討論をさせていただきます。

まず、先ほど雑賀議員の方から、るるこの指定管理の選定委員会のことで話がありました。書

類的にはないものもあったのかもしれませんけれど、このたびの指定については２４年からの指

定ということで、２３年度については職員を町の保育園に派遣をして１年間勉強するという期間

もございます。

それと、後は具体的な引き継ぎを行って、この１年間かけて質の高い保育が実施できるような

体制づくりをしたいと担当者の方は言っておられます。具体的には、個性の重視、集団性の中で

の調和、縦割りの保育を行わない、社会の一員として保護者と連携をとっていく。また、保護者

の支援として、延長保育、２４時間保育なども計画に上げておられます。また、もちろん行政と
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の方針を十分踏まえながらやっていく、そして、この施設はあくまでも、何回も先ほどから出て

おりますように、公設民営が原則としてこのたび指定管理を伯耆の国にお願いするものでありま

す。この公設民営というものは、保育園の実施、それから決定は町です。そして、保育料の決定、

徴収についても町が行います。もちろん施設は町の施設です。そして、職員の配置基準について

も町がもちろん行います。

伯耆の国については、保育園の運営、職員の雇用については責任を持ってやっていただくとい

う方式であります。やはり町にあります福祉法人がこういったような形で保育園をやっていく、

米子市とか、そういった、外からではない地域の法人がやっていくということは本当に理想では

ないかなと思います。ただし、経験はありません。先ほどの１年間を通してその経験を十分踏ま

えていただき、また、経験はないといっても、法人としてはありませんが、実際に携わる職員の

方は今まで長い方では１０年以上の経験の方もおられます。最低でも３年の経験があって、この

たびの条例によってかわらなくちゃいけないということがありますけれど、やはり経験の豊富な

方々がそのままこの２つの保育園を運営していくということになります。町民の、町の子供たち

の性格や町の気質、また町の条件なども十分知り得てやっていただくという最高の方に保育の運

営をこれからお願いするということになると思います。私は、この民営化は、長くなって済みま

せん、経費の節減にならないというふうに言っておられますけど、この方々を正職員にすれば、

町民課長も１億５，０００万ぐらい以上のお金が今まで以上にかかるんだというふうに言ってお

られました。やはりそういった面からすれば十分な経費節減と子供たちの安心な保育、そして、

任せる保護者の安心した労働も確保できるというふうに思います。そういった面からして、この

民営化の指定管理については賛成をいたします。以上です。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 議案第２０号に反対いたします。理由は、先ほど１６号で、細田

議員の討論で誤解があるんですよね。執行部にも法令の誤解があるんですよ。（発言する者あ

り）労働基準法第１４条は、継続雇用が原則で再雇用を妨げないんですよ。それで、町長は労働

者派遣法で３年継続したら正規雇用をしないといけないと、これを引っ張り出して、３年したら

正規職員にしないといけないからというようなことで、法令をごちゃごちゃにしてむちゃくちゃ

な解釈をしておられるんですよ。（発言する者あり）私は、そこんところをきちんと整理しても

らわないとこの問題ははっきりしないんですよ。（「ちゃんと聞け」と呼ぶ者あり）これは大事

なとこですよ。町長はそのことを理由にして３年の雇用が切れるから、職員の身分安定だと言い

きっておられる。そのことがまず第一に法令をきちんと理解してもらわないといけないというこ
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とです。

それから、もう一つ大きな問題があります。それは伯耆の国の理事会の議事録を見ました。指

定管理を伯耆の国が受けようとすることを理事会で決議すると、そういう理事会の議事録があり

まして、それに町長は議長として選出されて、それで町長としての立場から、この保育事業を伯

耆の国の事業展開としてやっていくんだと、こういう発言を、何が何だかわからないような発言

をしておられるんですよ、いいですか。町長が理事長で、議長で、この議事録見て私は驚きまし

た。これは本当に町長が理事長をしてる伯耆の国が指定管理を受けるという、この今回の一つ、

一番初めからそういうでき上がった筋書きだなということじゃないですか。そして、その同じと

ころに既に町議員の支援をいただいていると、ここまで言っておられるんですよ。私は、今回議

案に出してくるのに、もう理事会で町議会の支援をいただいている、こういう発言というのはも

う何といいますか、議会軽視といいますか、理事会と町長とも混同した大変な運営のあり方だと

思っております。

そして、いろいろ書類上の不備もありますけれども、やっぱり一番大きな問題は住民の皆さん

がきちんと理解して、なるほどそうだという説明がない、ここに一番大きな問題があると思いま

す。

それで、私たちはこの公設民営化そのものに問題だと考えております。今、構造改革という形

で官から民へといろんな形で公の業務を外部、アウトソーシングといいますか、横文字はちょっ

といけませんね。（発言する者あり）外部委託することを積極的に町長は推し進めておられます

けれども、私は公的部分はきちんと守って、そういうまちづくりを目指すべきだという強い思い

を持っておりまして、この議案に対しては反対をするものであります。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷です。私は、この議案第２０号について賛成の立場で

討論をいたします。

私も事務局に提示されております議事録を読ませていただきました。それで、その上で私はま

た違う感想を持っております。それと、伯耆の国の決算書は提出されております。あなた方の考

え方にもちょっと認識が違うところもありはしないのかなというふうに感じております。そして、

保育能力がこの社会福祉法人にはないということでございました。しかしながら、今、副町長が

隊長として災害派遣しておられます。そのことの報告がホームページにも出ております。足湯を

している、そういうような場面もございました。私が仄聞したところによりますと、この伯耆の
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国から５名の介護士さんが出ておられます。そして、その介護の能力をどういうふうに発揮した

らいいかというところで、皆さん男性の力強い方でございました。その方たちがバケツリレーを

して、持ってきたガスボンベでお湯を沸かして足湯をしてさしあげたと、とても喜ばれた、本当

に温かい心です。そして、目隠しをして体を拭いてあげた、清拭をしてあげたということも聞き

ました。その上に子供たちにもそうしたというふうにも聞きました。

こういう根本にある福祉の心というのは、これから１年間直に担当する保育士の方々はそのま

ま経験を積まれた方です。だけど、周りを取り巻いている、そういう方たちの本当に奉仕的な心

というのはしっかりとあると思っております。その上で、民間の指定管理者やその職員は、もし

保育の質を落とすようなことがあれば指定管理者から外されたり、事業の継続が困難になったり

して職を失ったりというリスクを常に背負って業務に当たられるということになります。身分が

そういうことであります。民間の指定管理者としては、町の評価はもちろん保護者の皆さんの評

価にも敏感になられるわけで、常に保育の質を上げていくことを目指されると思います。給与ベ

ースが上がり、昇給や賞与もある正社員になる、やる気が出てくることとあわせてそのような緊

張感を持って仕事に当たっていただけることを考慮すれば、保育の質は上がることはあっても、

低下することはあり得ないと思われます。

また、指定管理に出して予算がふえるとの御意見もありますが、現在の非常勤の方と同数の正

職員を採用した場合との経費の比較を行うべきです。さらに、今後出生が減少していけば、大量

に採用した正職保育士さんの処遇にも希望しない職種への配置転換というような問題も起きてく

るでしょう。そのような意見には賛同できません。町条例を改正して非常勤の職員の契約期間を

延ばせばよいと言っておられますが、不安定な長期契約労働状態から労働者を守るための法律で

ある労働基準法に反した町条例が制定できるものとも思えませんし、労働基準法自体に問題があ

るとも言っておられますが、それならば国会に労働基準法の改正の働きかけを党としてなされた

のでしょうか。いずれにしろ、差し迫った問題です。法律を改正する力もこの町議会にはないわ

けで、この非常勤職員問題の解決にとっては最善の方法であると考えます。

そして、先ほどから広報がない、住民の皆さんに知らせてないというようなことを盛んに言っ

ておられます。この議場においても１２月議会、今議会とも何人もこのことについて一般質問を

されております。町民の方は目には見えなくてもお茶の間でじっと聞いておられます。非常勤職

員の方の身分安定ということはいいことだなと本当に思っておられます。私は、そのようなこと

を理由といたしまして、討論といたしまして、賛成のことといたします。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。
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１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。私は、議案２０号、公の施設の指定管理者の指定につ

いての議案に対して反対するものであります。

理由は、建設以後から長い間続いてきたさくら、そして、つくしの２園を平成２４年度から伯

耆の国に指定管理するということであります。賛成者の先ほど討論の中であったんですが、いわ

ゆる伯耆の国から指定管理者としての提出書類ですね、これが不足していたかもしれない。この

ように言っておられますが、しかし、私は審査会で、ここで資料がないのに、不足している中で、

それに対してゴーサインを出すということは、非常に公のこのような事業を行っていく自治体の

あり方として、そもそも私たちに課せられているのはチェックをすること、行政のやり方に対し

てチェックすること、このことから放棄をしていると言わざるを得ません。厳しく私は糾弾すべ

きだと思います。

それから、平成２４年度からなるんで今年の段階では云々と言われるんですが、しかし、この

議案が通れば、来年まではいわゆる伯耆の国の職員として保育士を直営の保育園で働かせるとい

うことなんですけども、実際はこの議決が今日、きょうの最終議会で行われれば、仮に不備があ

ったとします、この１年間の中でですね、保育の事業で、それを是正することはできないじゃあ

りませんか。来年、またこれについて廃止するというようなことを決意をされてるんでしょうか。

私は、非常に疑問を感じるものであります。

さて、私が指定管理のこの議案に反対すること、それは坂本町長が理事長の社会福祉法人伯耆

の国を指定管理する、このことであります。これまでのことの経過を検証しますと、指定管理者

に必要な情報は１カ所のみに情報を流しているということであります。先ほど反対者の討論でも

あったんですが、広く情報を伝える、これが一番の原則ではないでしょうか。そして、結論が定

められていない時点で意向調査をしている。いわゆる町が、９月の段階では町がやったというん

ですけども、その後にまだ決定がされていないのに伯耆の国の職員にのみこれを、意向調査を伯

耆の国がやるということ、このことは非常に大きな問題であると指摘をせざるを得ません。この

ことは、ほかの契約ではあり得ないことであります。常識では考えられない。法に違反をしてい

ないといえずとも、道義上では町長と理事長が同一人物であるということ、このことは外部から

見れば癒着、談合の温床になりかねない。このことをつけ加えるものであります。さらに踏み込

んで言えば、理事長の席を退くこと、このことを求めるものであります。

そして、先ほど賛成者の中で、いわゆる労働基準法をごちゃまぜにしてるんではないかという

ようなことがあったんですが、私ども日本共産党が国会で労働基準法のことについて改革をした
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のかということがあったんですが、労働基準法は労働者の立場を守る法律であります。それを基

本としております。そして、ここでつけ加えたいのは、労働基準法は一般労働者です。しかし、

地方公務員法には、これは全く同じ適用がされるものではありません。そういう立場から私は、

この議案に対しては反対することであります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 議案２０号については、賛成の討論をさせていただきます。

大きな点は２点、３点ありましたが、まず第１点は、最初は指名指定であります。今、るる公

設民営化について反対されました。公募の場合にはこれは通るかもしれませんから、あくまでも

これは指名指定、伯耆の国に指名したいというのはこの議会が始まってずっともう１年間、１年

半前から始まって、つい去年の９月議会でしたか、最初から指名指定したいと言っておられまし

た。

ここの場で共産党の３人議員に私は敬意を表したいのは一つあります。私たちがよくわからな

かった地方公務員法、また労基法の関係について鋭くこの間の間に質問されました。きちっと明

確に答弁されて、地方公務員法、またもとの法である労働基準法にもきちっと合致していると。

あなた方が言われたことが全部これが正解で合致したということが証明されたいうことは、私は

さすが共産党さん、いいとこを突いて、きちっと今回の指名指定については、伯耆の国に行くこ

とは問題がないということが今までの議会で証明されました。

また、その中で町長、坂本昭文は南部町長であります。それと同時に、伯耆の国の理事長でも

あります。私の私見でございますが、今の町立保育園、非正規職員が２０何名、３０名近く、こ

の人がことしの３月で期限が切れて何とかせないけんというのは、私以上に町長がそう思ってる

のは職員を守るために当たり前のことです。それを、自分が理事長である伯耆の国に何とかして

雇っていいぐあいにしてやりたいというのは、人間としての当たり前のことでないかなという、

私は気がしてます。それがたまたま伯耆の国の理事長であったことで、植田議員がこのことに関

して町長が理事長であり、今回の理事会で議長をしたと、これは運営のあり方がおかしいとはっ

きり言われました。私も、他町の同じような社会福祉法人の理事を務めております。理事会があ

るたびに理事長が議長をします、議事進行をします。これは当たり前のことで、あなた方が知ら

ないだけです。これは当然のことです。亀尾議員は、これについては公的責任を守るか云々とあ

りましたが、これは最初からこの児童福祉法の公的責任に基づいてやるということになっており

ます。また、保育指導とか、計画が出てないとか、町の保育方針に云々とありましたが、もとも
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と公設民営で町の方針にのっとってやることで、いささかも一つも変わらないんです。（「そう

です」と呼ぶ者あり）そういうことが一番の問題でございました。

また、問題になっているのが、この指定管理というのは経費節減になってないじゃないかと言

われました。非常勤職員があっち行くって、確かに経費上がりますが、もしこれが本当の正職員、

町職員だけの、今まで公設民営で民間委託に出したときは全部町の関係でした。それが指定管理

に出すと安くなります。一緒のように、今の例えばさくら、つくし以外の保育園も一緒に出して

正職員ばっかしだったら、これを指定管理に出すと安くなりますよ。だから、これは当たりませ

ん。本当の町職員ばっかりのところを指定管理に出すと安くなります。だから、経費節減になっ

てるんです。ただ、この非正規職員を何としても守ってあげないけんということですので、そう

いう多少上がるということはあります。

一番皆さんが問題にしてるのは、伯耆の国にこういう経験がないじゃないかと言われますが、

全国的に高齢者福祉、社会法人、一生懸命やっている高齢者施設ですね、そういうところは今、

障がい者も含め、また子供さんを含め、保育園を持ち、経営をしております。少しずつ全国的に

ふえてます。米子では、大きなのはこうほうえんグループがキッズとかやっております。また、

今、小規模多機能とか、いろいろな施設が出てますが、共生ホームがどんどんどんどんできてお

ります。必ずそこには保育園が併設しております。なぜかというなら、福祉の心と子育ての心、

似たとこがあるんです。ましてや伯耆の国の福祉の精神、要は、審査会の議事録読まれましたね、

その中にありました。個々を大事にする、尊重する、崇高な精神が社会福祉法人にはあるんです。

それがそのままそっくり子供保育、少子化対策、子供施策に今これが共通して言ってるんです。

このような時代の流れにのっとったのが、最先端を行ってるのが、今伯耆の国です。すぐこれは

追いつきますし、そういう理念に基づいた行動を起こせば、そのままそっくりいきます。また、

今度伯耆の国に行かれる職員、非正規職員の方、今非常勤職員の方、もともと町職、町の保育園

で正職員と同じ仕事をしてノウハウもプロですよ。それがそのまま名前が伯耆の国から、仕事は

一緒です。ましてや今度はモチベーションが上がって、今まで町の職員でできなかったことが今

度は民営、民間だからこうもしよう、ああもしよう、だんだんと夢が広がるのがこの民営化の問

題だと思います。そういうことに関しまして、最初から私は、町がこの人たちを何とかしてあげ

たい、救わないけない、これがもとであったという、これが今回の問題だと思います。

そういうことで、この議案２０号に関しては、ベターな、最高な、ますます南部町が高齢者福

祉、また少子化対策、子育て支援にも一つ、一歩厚みを増すようなことができるよう期待をして

おりますということを申し上げまして、この２０号には賛成いたします。以上です。
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○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

８番、青砥日出夫君。

○議員（８番 青砥日出夫君） 私は、先ほどからるる賛成討論、反対討論されましたけども、基

本的に賛成。

反対意見の方は、まず出発点が違うということでございます。まず、町自体、執行部はやはり

南部町をよくしようと思ってるわけですが、言い方によっては、悪い言い方しますと執行部は常

に南部町を津波に遭わせようとしてるというような言い方でしかありません。やはり、今みんな

で考えてどうしようかというのは、悪くしようと思って考えてるわけじゃなくて、よくしようと

思って考えてるわけです。その中で、いろいろやり方とか、手段とか、条例とか言われますけど

も、やはりそれは別の部分でやるところであって、賛成はしていただきたいなというふうに思う

わけです。

その中で、先ほどから聞いてますと伯耆の国の理事長、坂本昭文様が、理事長がやめるべきだ

というような話が出ました。その話も、知らない町民は、理事長が懐にどんどんどんどん何かお

金を入れてるじゃないかというような、そういう誤解を招くわけですね。したがって、町長をや

り、理事長をやり、ばっかばっかお金が入って、保育所の方からもまたどんどん入るんだという

ような、そういうような疑念を抱かせるような発言ばかりでして、これちょっとおかしいなとい

うふうに私は思っております。理事長をやめるべきだという意見がございましたが、理事長をや

められないというか、理事長でいなければいけないという理由は議会で何遍も聞いたわけです。

それを聞いてない町民さんには、やめるべきだというようなことを言ってますが、実際にはそれ

はよく理解してるはずでして、ここの議員全体、または執行部の中で言われるのは、やはり町長

としては片腹が痛いというように思います。

したがって、いろいろ言いたいことはありますけども、先ほど賛成者が言われましたように、

基本的に臨職の人を正職にするという手段でありまして、すべて段階的にですけども町が公設民

営でやるということで、責任はすべて理事長、町長がとるということですので、非常にわかりや

すくて一直線でいいんじゃないかなというふうに思います。そういうことで、これをもって賛成

討論といたしたいと思います。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第２０号、公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。
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委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。（「議

長」と呼ぶ者あり）

休憩します。

午前１０時３９分休憩

午前１０時３９分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

８番、青砥日出夫君。

○議員（８番 青砥日出夫君） 私、先ほど討論の中で安易に津波という言葉を使いました。これ

は訂正しておわびをいたしたいというふうに思います。以上です。

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をいたします。再開は１１時ちょうどであります。

午前１０時３９分休憩

午前１１時００分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

⋞ ⋞

日程第１８ 議案第２１号

○議長（足立 喜義君） 日程第１８、議案第２１号、平成２３年度南部町一般会計予算を議題と

いたします。

本件については、総務経済常任委員会を主体とする連合審査でありますので、初めに総務経済

常任委員長から報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第２１号、平成２３年度南部町一般会計予算、総務

経済常任委員会に係ります案件につきまして審議をいたしました。

審査の結果は、賛成多数で可決すべきものと決しております。

反対の主な意見であります。最初に、約１５名の退職者、１０名の臨時職員の採用、職員が必

要であれば正職員として雇用すべき。職員の減少は、町の活力の減退を招く。２番目として、地

域振興区の件であります。サポートスタッフの雇用についての形態の不明確さ。３番目に、プレ
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ミアム商品券については景気対策であり、補助率を下げる必要はない。これらの点から反対する。

そういう意見がありました。

賛成の意見として、２３年度予算は主な事業がほぼ終わったので、ソフト事業を重点にした事

業予算が配分されている。２番目として、振興区においては職員は引き揚げるが、さらなる支援

を行うべき専門職員として２名を企画課に配置し、対応する。これらの多様なニーズに対応でき

る体制と予算が組まれており、賛成する。以上であります。

○議長（足立 喜義君） 続いて、民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 同議案の本委員会の所管部分について御報告をいたします。

民生教育常任委員会の所管部分の、予算内容の主なものとしては、福祉事務所の設置に伴う児

童措置費、生活保護扶助費の増額や新設、懸案でありました会見第二小学校体育館改築事業、保

育園の指定管理移行に先立った非常勤職員の伯耆の国への移籍に伴う報酬等の変更、東北関東大

震災により今後の動向が懸念されてはおりますが、子ども手当の関係の予算並びに障がいを有す

る方の特別医療の拡充、また、インフルエンザや子宮頸がん等のワクチン接種事業等が主なもの

でございました。

賛否両意見ございまして、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

反対意見の主なものといたしましては、進学奨励金の地区指定があるのはおかしいのではない

か。また、保育園間の連絡調整を行う保育リーダーを新設、これは必要がない。また、保育士派

遣に伴う伯耆の国への委託料に問題がある。そして、さらには、退職者が出るなど人員削減が進

む中、緊急雇用の低賃金の臨時職員がふえているのにも問題があるということで、反対というこ

とでございました。

賛成意見の方では、合併後の一本算定を見据えた予算であり、職員の削減等にも一定の理解を

するものである。また、町長マニフェストに基づく予算として全体が組まれており、妥当である。

保育園の非常勤職員の、伯耆の国での正規雇用に結びつく予算であり、賛成すべきだという意見

がございました。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） まず１点目は、町長の所信表明で公共料金審議会の答申が２３年

２月９日に出されたということで表明されておりまして、総務常任委員会において、その審議会

の答申について聞き取っておられるのではないかと思いますので、その内容についてお伺いをい
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たします。

２つ目は、地域振興協議会の会長、副会長の勤務条件等についてということで企画政策課から

資料をいただいておりますが、任命期間が平成２２年７月１日から平成２５年３月３１日となっ

ておりまして、会長が月額９万７，５００円、副会長が３万８００円、勤務時間として週３０時

間にならない程度の旨、任命時にお願いしてありますという資料をいただいておりますが、この

地域振興協議会のあり方については住民の皆さんの中からいろいろな御意見を聞いておりまして、

町がつくった条例で、会長、副会長がその振興協議会の住民の意思を統括するというような内容

になってるわけですけれども、その会長、副会長が、私はそういうあり方について問題があると

思っているんですけれども、今のこの活動状況についてどのように検証が委員会でなされたのか、

その点について御質問いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 公共料金審議会、これは上水道の料金改定を答申してい

るものでありますが、答申書の結果というのが出ております。多分、お手元に資料をお持ちだろ

うというふうに思います、これは配付してありますので。これを見ますと水道会計の抜本的な改

革のために、平成２３年度５月以降から徴収する料金は速やかに適用されたいというような文言

だったと思います。そして、長期的な展望に立っては平成２７年度以降というような内容だった

だろうと思いますが、町長は、一般質問の答弁の中で早期に考慮したいという旨を述べておられ

ます。具体的に、現時点では料金を幾らにするかという明言は避けておられますし、委員会の方

でもいつからこれを適用する、そういうような御答弁は説明はありませんでした。

それから、次の振興区につきまして、会長、副会長の給与の件を問われました。いろんな御意

見があるという御指摘でありましたが、我々はこれを条例として認めて振興区を立ち上げました。

そして、振興区の独自性に任せて地域をより活性化をするために活動していただいております。

議会がどこまで踏み込んでいっていいのかというのは少しコメントを差し控えますが、委員会の

中では具体的な件につきましては論議をしておりません。以上です。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 水道料金につきましては、２月９日の審議結果について答申をい

ただきました。料金改定につきましては、この答申内容を尊重いたしまして改定に努めてまいり

たいと存じますということで時期については明言しておられないんですけれども、方向性は出て

いるということなので、それ以上は今のところ聞いておられないということを確認したいと思い

ます。
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そして、２点目の地域振興協議会の会長、副会長は、私たちは条例でこれを位置づけているわ

けですから、そこにお金が出ているわけですよね。税金です。そこで会長、副会長がその地域、

私はそういう統括するような立場に会長を置くというあり方自体が問題だと思ってるんですけど

も、活動状況については、税金をチェックする議会ですから、中身としてお尋ねしなければなら

ないと思いますので、再度よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 公共料金審議会の答申というのは、水道料金を改定しろ

という、してくださいという内容でありますが、後でも出ますけど、２３年度の水道会計を見て

いただくと改定を予測した予算ではありません。現在の状況におきまして、確かに現状では水道

会計というのは非常に危機的な状況になるということは、多分、皆さん認識ができると思います

が、町長は明確な答弁を避けておられます。いずれの機会に改定案が出るというふうに考えてお

りますが、それはそのときにどのように対応していったらいいか論議するべきであって、現時点

では答申の内容まで踏み込んで賛成か反対かということは、議案にもありませんのでそこまでの

明言はできません。

それから、振興区の会長、副会長の任務、あるいは税金投入の件でありますが、私は十分な活

動をされていると。地域を統括というお話がございましたが、決して統括をされているわけであ

りませんので、地域のリーダーとして努力されているという認識で私はおります。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑ありませんか。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ３番、雑賀です。１点だけお聞きしたいと思います。民生教育委

員長さんにお願いいたします。

この事業説明書の２２２ページの、きのうもお聞きいたしましたけども、宮前児童館の児童厚

生員報酬等ですが、報酬で３４９万４，０００円となっております。共済費は５９万９，０００

円の予算が組んであります。このことについての人数なり、それから、どういう肩書きの方なの

かお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長でございます。この説明書の予算科目

の事業名にも書いてございますとおり児童厚生員さんという職名の方１名の報酬でございます。

この方は非常勤特別職の位置づけの方というふうになっております。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑ありませんか。
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１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 総務経済常任委員会の所轄の件について付議を受けられたことに

ついて何点かお聞きしますので、よろしくお願いします。委員会が始まる前に何点か質問という

んですか、質疑を、書を出しておりますけども、その中でその後わかったことについては省きま

すが、拾い上げた件についてお聞きしますので、よろしくお願いします。

ページ数を言いますが、これは当初予算事業別説明資料に基づいてのページ数ですので、よろ

しくお願いします。まず、１４ページですね、シルバー人材センターの事務経費が１５％アップ

になってるということなんです。変更ですね、つまり。これはどういう理由でそういうことにな

ったのかということをお聞きします。

それから、３２ページですね、これ金額とすればそんなに多いわけではないですが、火災保険

料が地元負担になったということであります。それはどこかといいますと、集落公民館で東西町、

それから、能竹、長田、笹畑、戸構、５カ所が上がっておりますが、これは私どもも地元で、落

合ですけど、私は、公民館を落合独自で持ってますが、火災保険については負担してるわけなん

です、地元で。今までどうだったのかということをその様子の説明をお願いしたいんです。

それから、３８ページ、これ大国の地域振興協議会が事務所として使っているところが狭いの

で、スペースがないので広げたいということなんですが、町長の議案説明にもあったと思います

し、以前から言われてるんですけども、この２３年度、新年度からは職員を、支援職員の引き上

げということが行われますね。そうしますと、人員が当然減るわけですが、一体何人で、新年度

から何人体制になるのかということをお聞きします。

次に、７１ページ、地域振興協議会の事務局員の人件費のことなんですけども、原資は、これ

は非常に難しいと思うんですが、そのことについてどうなのかということを、もし審議されてお

りましたらお聞きします。

次に、７３ページ、いわゆる地域振興協議会の中のサポートスタッフなんですが、これが最初

の本会議のときにも質疑を求めたんですが、よくわかりませんので、再度委員会で審議されてる

内容はということなんですが……（発言する者あり）ページ数ですか、７３ページです。サポー

トスタッフです。違ってますかね、ページは。よろしいでしょうか、委員長、いいですか。ちょ

っと休みましょうか、いいですか。それじゃあ、続行しますよ。その中で、いわゆる報酬という

ことで２４０万上がってるわけなんですよ。これは報酬と賃金が上がってるんですが、給料はも

ちろん職員のことなんですけども、正職。賃金と報酬はどういうぐあいに認識したらいいのかと

いうことを聞きますと、報酬については非常勤の職員だということですね。それから、賃金は臨
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時職員だということなんですよ。非常勤の年額は２０２万でしたかね、ちょっと違っとったかな、

とにかくその金額なんだが、それと比べると高いんで、それでどうなんですかと言ったら、いや、

特交のお金で出てるんでということだったんですけども、うちの条例から、南部町の条例から言

うとおかしいんで、特交で出てるからそれが裁量でできるというような執行部の答弁だったんで

すよ。しかし、特交から出てるのは例えば緊急雇用だとか、そういうことで政府から出てるんで

すけど、それについてはきちんと賃金という形で、大体金額にすれば幾らでしたかな、月額にす

ると１２、３万ですか、林道の作業員だとかそういうことはなってるんですけども、これがどう

いう基準でやられてるのかよくわかりませんので、再度お聞きします。

それから、９０ページ、地域プランナーということで出ておりますね。昨年は、なかなかスタ

ート時点から人が見つからなくて随分おくれて２２年度は減額補正になってますが、この地域プ

ランナーのをされて雇用ができてからどのような実績があったのかどうかということをお聞きし

ますので、よろしくお願いします。

それから、飛びまして２９５ページ、これめぐみの里の指導員というんですか、その方の雇用

のことが載ってますね。それで、これは非常勤の職員だというぐあいに認識するんですが、そう

すると、これはやっぱり経験とか、能力、技能というんですか、それが必要だと思うんですよ。

そうすると、いわゆる非常勤職員は更新が２回しかできなくて３年目には切れるということなん

ですが、ということはめぐみの里で全く素人からまたやられるのかどうなのか、利用者にとって

は非常にサービスのマイナスだというぐあいに思うんですが、どうだったんでしょうか。

それから、これ通告してなかったんでわからなかったら仕方がないことですが、もしわかって、

審議されて聞き取りされておったらお答え願いたい。３３６ページ、農業事業費の一般分として

２カ所上がってますね。天津土地改良区、それから、中谷園農地造成というぐあいに２カ所が上

がってるんですけども、ほかにも土地改良かなんかがあって、その後ですよ、あったと思うんで

すけど、それについてはどういうぐあいになってるんでしょうか。このことがわかれば教えてい

ただきたい。

それから、３５８ページ、昨日も全協で聞いたんですけども、町産材、いわゆる木材ですね、

これの活用の家づくりということでいろいろ補助が、支援が出てますね。私が聞いたのは、よく

わからないのは、本人が自分の、亀尾としましょうか、亀尾が持ってる山で亀尾が切り出してよ

ろしくということになれば、それはもうはっきりと町内の材であるということはわかるんですけ

ども、他の業者、いわゆる町外の林業者がやった場合に、果たして町内の材であるかということ

がチェックはどうされるのかということ、このことです。わかれば教えていただきたい。
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それから、３６９ページ、林業費でイノシシの食肉処理加工施設、予算が１，４９６万３，０

００円上がってますね。これで、きのうも聞いたんですが、場所とそれから組織ですね、それと、

販売ルートをどういうぐあいにされるのか、これを聞き取っておられたらお聞きしたいですが、

よろしくお願いします。

それから、これページ数は示しませんが、緑水園周辺の施設、これは建設されてスタートして

からかなり年数がたって、それぞれの施設が修理、改善費に相当金額がかかってるわけなんです

よ。今後も恐らく、次々と言ったら語弊があるかもしらんけども、経年で手を加えなければいけ

ないような状況が起こると思うんですよ。しかも、その施設のほとんどが指定管理として町の財

政をつぎ込んで運営しているわけですね。そうしますと、結局これは抜本的な計画というもんを

つくらなければ、なかなか財政の改善の方に行かないではないかと思うんですが、もし、そこら

辺を総じて聞き取っておられたら、どういう方向性をされているのかということをお聞きします

ので、よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） たくさんの項目を聞かれましたんで、少し漏れるやつが

あるかもしれませんので、その都度また指摘を、ページ数を指摘していただきたいというふうに

思います。

まず最初に、２３年度の予算案の中に出てますシルバー人材センターの事務経費でありますが、

その他の委託料の件だというふうに思います。これは今まではシルバー人材センターの契約形態

は、請負業務として事業費の５％を支払いだったのが、派遣業務があるということで、事務費が

１５％に上がったということであります。その項目の中に消費税も含まれているということで増

額になっております。

それから、３２ページの公民館の経費でありますね。これは東西町、能竹、長田、笹畑、戸構

の集落公民館は、これは町の所有でありますが、実際に活用しているのは各集落であります。保

険料は利用主体で負担が適当というふうに監査の方から指摘がありましたので、そのように変え

るということで説明を受けました。

それから、３８ページ、おおくに田園スクエアの件でありますが、何人体制になるかというこ

とは明確に聞き取っていません。これは増築をするものであります。４メートル掛ける３メート

ルの１２平方メートルの面積を広くするものでありますが、これはおおくに田園スクエアがすべ

てを地域振興協議会が優先的に使えるというものではありません。大国校区の方が日々、この施

設を活用されておられます。そういう中に振興区の事務所が入っているわけでありますので、そ
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の事務所自体もスペースが非常に狭くて若干の増築をしたいということであります。

それから、７１ページの事務員の人件費の件であります。これは事務局員の人件費であります

が、これは集落支援制度の活用で３分の２は特別交付税、３分の１は各振興区の自主財源でとい

う考え方でありますが、この３分の１の自主財源というのは指定管理料の一部、あるいは施設の

利用料から捻出するという考え方であります。これは資料はありまして、総務経済常任委員会の

委員の皆様、あるいは議員の控室の方に資料を提出してあります。

それから、７３ページ、地域振興区支援事業であります。このサポートスタッフの給料の件で

すね。この集落支援制度、昨日も説明させていただきましたが、少し読ませていただきます。集

落支援制度は、県、市町村でありますが、地方自治体からの委嘱を受け、職員とともに連携しな

がら集落の目配り、そして、集落の巡回、状況把握等を行う。集落点検の実施、住民と住民、住

民と市町村との間での話し合いを促進するなど、集落対策を推進する。集落支援制度で認められ

ている最高額の年額、これは３１０万円です。月額２９万１，０００円は、事務局員の年額１７

９万７，６００円、これが月額１４万９，０００円でありますが、比較した場合、非常に開きが

大きい。このため、能力、経験値などを勘案して年額２４０万円、月額２０万円とするものであ

る。この制度の支援員は特別交付税対象となるが、正職員は対象外で能力、経験を考え、非常勤

臨時職員として採用するというふうに説明を受けました。

それから、９０ページですか、地域プランナーの実績でありますが、これは２２年度、今年度

でありますが、中途で採用して、十分な効果が出ていない。引き続き２３年度に行う事業であり

ますが、主な事業として作付、担い手、地産地消が重点である。販売ルートの拡大等にも積極的

に取り組んでいきたいという事業計画であります。

それから、２９５ページの３名の非常勤職員の件でありますが、２回更新の３年間の雇用であ

ります。３年間切れれば新たな方を雇用してサービスの低下になるのではないかという御心配ご

ざいましたが、そういうことはないというふうに認識をしております。

それから、町産材の件、３３６ページ、農地事業一般分でありますが、これは天津土地改良区、

中谷園の実績がここに計上されておりますが、それ以外については残念ながら審議をしておりま

せん。

それから、３５８ページ、緑の分権改革プロジェクトであります。これは資料は議員控室の方

に置いておりますし、昨日も説明いたしました。町産材を使ったか使ってないかのチェックはど

うするのかということでありますが、これは森林組合の方が責任を持って行うということであり

ます。そして、商工会の方も窓口になっています。具体的な説明は昨日行いましたので、それに
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もってかえさせていただきたいというふう思います。

それから、３６９ページ、そうですね。新規事業で解体処理施設新設事業でありますが、この

設置場所というのはオートキャンプ場の一角につくりたいということであります。管理は地域振

興会、緑水園に管理委託を予定であります。施設の概要については、まだ設計書、あるいは工事

請負等入札が済んでいませんので、詳細な説明は控えていただきたいということでありますので

受けておりませんが、委員会の中の意見として確かにイノシシ等の数というのは非常に多いわけ

でありますが、それがうまく資源として、資源というか、材料としてイノシシが入ってくるとい

うのは難しい面もあるので、慎重に考えていただきたいという意見を担当課の方にはしておりま

す。

それから、緑水園周辺の利用状況等、あるいは施設の補修費等につきましてですが、確かに毎

年補修費用というのが上がっております。施設ができまして相当年数がたっておりますんで、抜

本的な施設の改修見直しというのは必要だろうというふうに思いますが、具体的な計画等は示さ

れておりません。年度改修費として計上されているというふうに考えております。周辺の利用状

況も要りますか、要りませんか。以上ですね、以上です。

○議長（足立 喜義君） 途中でありますけど、ここで休憩をしたいと思います。理由は、ただい

ま岸本のサービスステーションを通過して、ほぼ近くまで救援隊が帰っておりますので、災害の

救援隊ですね。それで、１階の方で出迎えたいというぐあいに思っておりますので、途中でまこ

とに申しわけありませんが、休憩をさせていただいて、多分その足で迎えに行くような格好にな

ろうと思いますので、再開の時間は１時目途ということでありますが、多少弾力性があると思い

ます。そのときには、また御連絡申し上げますので、よろしくお願いをいたします。では、休憩

いたします。

午前１１時３７分休憩

午後 １時３０分再開

○議長（足立 喜義君） 休憩前に引き続きまして議案第２１号の質疑が若干残っておりますので、

その部分から再開します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 総務経済常任委員長から質疑に対する答弁をいただきました。ち

ょっと不明というか、私には理解がなかなかしがたいところがありますので、再度お聞きします

ので、答弁よろしくお願いします。

－４３－



最初に質疑かけたところの説明書の３２ページのとこですね、いわゆる集落公民館に対する火

災保険料が地元負担になったということで答弁いただきまして、５つの集落でしたね、あった。

つまり、この施設の所有権といいますか、それが町のものであったから今まで町が出しておった

んだけども、それは、所有権は別に変わらんとしても、火災保険料についてはその集落で負担し

ていただくようになったということなのかどうなのか、再度お聞きします。

それから、７３ページの、いわゆるサポートスタッフですね、あの分です、地域振興協議会の。

これのことなんですけども、人件費が、報酬として２４０万がこれが上限だということだったん

ですけども、それで、報酬ということになればこだわるんですけども、私。非常勤職員には報酬

だということで載ってるんですよ。今回も報酬として載ってるわけですが、しかし、これについ

ては非常勤職員は月額が１４万８，９００円なのに、それでいくと２４０万というのは非常にお

かしいので納得いかなくて聞くんだけれども、特交から、いわゆる国は特交として来るんであっ

て、能力とか経験を上乗せいうんですか、それを考慮してやるということなんですけども、これ

について、じゃあ、その基準が一体どこにあるのかということがわからんですよ。例えば能力は

何年そのことにやっておったのかとか、そういう年齢だとか、経験だとか、それが全く基準があ

いまい、わかりませんので再度、聞いておられたら答弁お願いします。

それから、もう一つ、３５８ページなんですが、きのうもこれお聞きして、きょうも聞いたん

ですけど、いわゆる町産材を活用して家の新築だとか、あるいは改修をしたら補助が受けられる

ということだったんですね。答弁聞きますと、そのチェックについてはどうするのかと聞きます

と、森林組合でということなんです。ということは、つまり窓口が森林組合であって、そこを通

さなければ補助が受けられないということを意味しているのかどうなのか。意見とすれば、こん

なことは不合理だよと思うんですけど、そこをどうなのかということを確認します。よろしくお

願いします。

○議長（足立 喜義君） 総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） ３２ページの各集落の公民館の保険料の件なんですけど、

所有は町です。そして、それを使っておられるのは各集落でありますので、集落の方で保険料を

払っていただく。これは監査委員からの指摘でそういうふうに変えたということでありますので、

それ以上の説明は聞いておりません。聞いておりませんというより、妥当であるというふうに考

えております。

それから、サポートスタッフの報酬の件ですね。これは説明したとおりであります。それで、

臨時職員、非常勤職員、町の条例に照らし合わせて不合理ではないかという御意見でありますが、
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現制度の中ではそういう形で出していくと。これは全国に先駆けて行う制度でありますので、そ

ういう形で出していくということでありました。

それから、町産材を使っての住宅建築に対する補助でありますが、それは町産材を使ったとい

うチェックは森林組合に移管して行うということでありますので、窓口がどうのこうのだなしで、

それがそういう判断をするということであります。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ３番、雑賀敏之です。私は、この議案第２１号、平成２３年度一

般会計予算に反対する立場から討論を行います。

まず、平成２３年度の一般会計予算につきましては、保育園の民営化の負担金等を含む予算が

計上されております。町長は提案理由で、保育園の運営について、保育士の雇用は労働基準法、

派遣法、町条例、定員管理等、非常勤保育士の正職員化で身分安定化等を理由に、指定管理者と

して町が出捐をしているとして保育経験のない伯耆の国を指名指定、指定管理者候補選定委員会

に指定された提出書類も不備のまま選定委員会を開催。また、保護者、町民に対して十分な説明

もなく、保護者にアンケートをとり、その結果、民営化について不安がありますかの問いに対し

て、あるが５４．４％、ないが１７．２％、わからないが２５％、不安があるとわからないが約

８０％もあります。これで保護者に町として説明責任を果たしたと言えるでしょうか。説明から

わずか６カ月で結論を出そうとしているが、南部町の場合、公設民営化で、鳥取市、米子市とは

違うので、そんなに長い間期間は要らないというような信じられない答弁もありました。

最初に、具体的な中身について申し上げます。まず、雇用の問題です。平成２２年度末におい

て１３名の退職者の予定、育児休業の職員が５名に対して臨時職員を１０名配置して、産休、育

休の代替職員として急な業務対応、業務効率の維持、住民サービスの質の向上を図るとあります。

町長は、職員体制について１２０名が理想であると言われています。臨時職員を１０名雇用する

ことは仕事上必要であって、当然、正職員の採用をすべきであると思います。臨時職員の雇用は

臨時的な業務に対して雇用するのであって、恒常的にある業務は正職員を雇用すべきであると思

います。このことは、単に公務員減らしで、住民サービスへのサービス低下につながると思いま
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す。

次に、臨時職員の日当の問題です。地域振興協議会の支援職員の引き揚げに伴い、集落支援制

度を活用して上限報酬２０万円。町道⋞林道作業員雇用、緊急雇用です。賃金、日当６，８２０

円。地域プランナー事業、ふるさと雇用です。日当６，８４０円。それから、総務課の臨時雇用

は、日当ちなみに６，２００円です。など、同じ臨時職員の日当が違うその根拠となる条例、説

明が非常にあいまいであります。以上のことを理由に反対をいたします。

次に、循環型社会の促進です。これは木質ペレットストーブ、まきストーブの購入助成設置経

費です。本体価格の２分の１を助成するものです。上限１０万円です。要望があるのか、また、

現実性があるのかわかりません。ちなみに、費用としておおよそ４５万円から約１００万円がか

かるということであります。

次に、町産材を利用して町内の木造住宅を新築、改築する場合の県の助成に上乗せする制度で

すが、この制度は助成対象者が鳥取県環境に優しい木の住まい助成事業を実施するもので、町産

材を利用し、町内に木造住宅を建築、改修するもので、木材調達は鳥取県西部森林組合に依頼す

ることなど、制限が非常に多い制度であります。また、業者も限定されます。自然エネルギー導

入事業、南部町産材活用家づくり促進事業の本年度の予算は、合計して６３５万円です。提案さ

れています事業は、利用者が非常に限定されています。もっと広く利用できる、例えば住宅リフ

ォーム制度の創設をすべきではないでしょうか。

以上のようなことを申し上げまして一般会計に反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、井田章雄君。

○議員（11番 井田 章雄君） 井田でございます。私は、議案第２１号、平成２３年度南部町一

般会計予算に賛成の討論をいたします。

まず、１点目は、総額６５億８，２００万円で、前年度比３．２％増の当初予算でありますが、

内容としては自然エネルギーを導入した、環境に配慮し、育児支援に重きを置き、そして、会見

第二小学校体育館の改築、また、鳥取大学との連携とした事業であります。

２点目は、マニフェストの総仕上げとして５点の重点事業があります。１つは、人と環境にや

さしいまちづくり。２つ目、安心⋞安全のまちづくり。３つ目、教育⋞文化のまちづくり。４つ

目、産業振興で活気みなぎるまちづくり。５つ目、住民参画で持続する町と地域のまちづくりで

あります。この継続、新規事業であります。

３つ目は、予算編成の特徴がソフト事業へ軸足を置かれたことです。そして、企業誘致活動。
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３つ目、循環社会促進。４つ目、福祉事務所の設置。５つ目、緊急雇用創出事業であります。６

つ目、保育所の充実。７つ目が、鳥取大学との連携。８つ目が、公共事業であります。９つ目に、

有害鳥獣駆除対策であります。そして、最後に若者定住対策であります。

４つ目としまして、目的別歳出についてであります。予算総額の２９％が民生費であります。

衛生費８．５％を含むと３７．５％を占めております。総務費は２０．２％、公債費が１８．１

％、教育費は９．０％、農林水産業費が８．２％、土木費が４．６％、議会費が１．１％になっ

ております。福祉の町南部町としてふさわしい予算であるとともに、教育、農林水産業にも重点

とした予算であります。

以上、私は総合的に判断をいたしまして賛成するものであります。以上であります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 私は、議案第２１号、２３年度南部町一般会計予算について反対

の立場から討論をいたします。

今回、２３年度の議案の一つの特徴は、正職員を１０名削減するという総人件費の抑制が一つ

の特長になっております。国が行う構造改革路線そのものを町長は推進する立場からこのような

政策をとられておられると思いますが、ＩＬＯ、国際労働機関などでは、国際的には公務は恒常

的業務であり、その遂行は正規職員が行うべきであるとの立場をとってきました。公務員の割合

の国際的な比較では、日本は先進国の中で大変少ない比率を、公務員の比率であります。アメリ

カが１５．８％、イギリス１８．２％、カナダ２０．１％、日本８．３％、これはＩＬＯの１９

９６年から９８年の調査結果であります。今、民間企業との所得格差ということで、公務員減ら

しということが盛んに宣伝されておりますが、それをやっていくことが行政の責任のように言わ

れておりますが、これは逆でありまして、経済を活性化していく労働者の賃金を引き上げていく。

そして、もうけのある大富裕層とか大資産家、大企業、所得の十分に余力のあるところから税を

いただいて、それを経済に回していく。これが当然とるべき経済政策の王道であります。そうい

う立場で、公務員減らしをするのは地方経済をも縮小してデフレスパイラルを促進することにし

かならないと考えます。そして、一方で非正規雇用の方々をふやしていく。２００万円の生活の

水準、考えてみられたことがありますでしょうか。本当にどうやって暮らしていくんだと、その

中から社会保険料負担、そして、いろんな日常生活費を引いてしまえば、ほとんど残るところあ

りません。そういうワーキングプアと呼ばれるような人たちを、これ以上ふやすようなことを南

部町が率先してするべきではない。そういうことを私は強く言いたいと思います。
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そして、南部町の一つの問題としては、同和対策事業に大きな力点を置いておられます。これ

は、私たちは一般対策に移行するべきだと。いろいろな調査でもう格差は是正されています。国

の特別対策も終了し、あらゆる調査でそういう不均衡は是正されて、意識の面でもこの間の社会

教育の成果が上がっておりまして、私たちは、一部にある偏見みたいなものに対しては社会教育

の分野でやればいいと思いますけど、同和対策事業として特化してやるべきではない。それが同

和対策、同和問題の早期解決の道だと、そういう考えでこの町の同和対策予算には問題がある。

そういうことを言っておきたいと思います。

そして、次に、地域振興区にかかわる予算についてであります。これは４年間、町長が町当局

と住民との協働という美名の名のもとに議会で条例つくって、その枠組みの中で行われているわ

けですけれども、これに対する住民の皆さんのこの４年間の成果、何だったんでしょうか。私は、

これつくってよかったなという声を余り聞かないんですよね、残念ながら。それで、今回所信表

明の中にも鳥取大学との連携事業で、地域振興協議会の事業検証や今後の課題ということを言っ

ておられます。私は、本当に住民が主人公になる町をつくろうと思ったら、条例で枠をはめるよ

うなやり方というのは、これは私、最初この条例つくるときに住民の皆さんから出てきた声の中

に、時代錯誤の考え方だと、上から縛りをかけていくようなやり方、こんなのは時代錯誤だと言

われたことが耳から離れません。私は、住民の自主的な活動は大いにやっていただかなければな

らないですけれども、こういう条例の枠の中で、今回会長さんたちとの懇談する機会がありまし

たけれども、企画課でしたか、２４項目からの提案を振興協議会の方にされたという話を聞いて、

こんなことようせんわみたいな話も出たというやな話も聞いております。私は、もっと自主的な

活動に改組していく、そういう大転換が必要だと考えております。そういう立場でこの２３年度

予算、反対をいたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷です。私は、この議案第２１号、平成２３年度一般会

計予算について賛成の立場で討論をいたします。

それと、最初に申し上げておきたいんですけれども、反対の意見の中で伯耆の国の決算書が出

ていない。前にも申し上げましたが、これは閲覧に供してあります。私も見ております。それと、

いろいろな書類が不備だというような御発言もありましたけれども、私は不備ではないと思いま

すし、不備ではありません。

それから、大きなくくりでは前に井田議員が述べられましたそのとおりでございます。
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そして、非常勤職員の雇用契約期間の問題と失業者の緊急雇用対策は、根本的に質が違います。

非常勤保育士さんには低い労働条件で働き続けろと言って、今日、きょう、あすの仕事に困って

いる人には緊急雇用を提供するなという、労働者の皆さんの視点から外れた労働者無視の意見に

は全く賛同しかねるものでございます。

議案ごとに主張されている意見の方向性が全く違うのではないか、そのように、一貫性がない

のではないかと思います。

議案に反対するためには、そのことで影響を受ける方々の御都合や思いなどを無視して、それ

でもいいというようなお考えのように感じられてなりません。住民の皆さんがあすの希望を見出

す、今の困難を乗り越える、そのための施策こそ私たちが考えていかなければならない町施策だ

と思います。

私は、民生所管に属しておりまして、本当に支援、助成というものがたくさん盛り込まれてお

ります。このたびでも委員長の報告にもありました病時病後時保育も、扶養手当の父子家庭、お

父さんの家庭、このようなことも昨年の８月に決まったことでございますけども、今まではなか

なかお母さんの保護にある方だけというところが、そのようなところにも行き届くようになりま

した。そして、細かいことですけれども、人工透析の患者さんが自家用車での通院、このことは

非常に不利でございましたが、このようなことも改善されております。この人工透析の方の通院

費というものも、私も実際に相談を受けたこともございます。このようにきめ細かにそれぞれよ

く考えてつくっておられます。私たちは、本当に町民の方のために大枠できちっとしていける施

策、このたびの一般会計予算というものについては賛成をいたしたいと思います。以上で終わり

ます。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。私は、議案２１号、平成２３年度一般会計予算に反対

する立場で討論いたします。

地方公共団体の本旨というのは、安全、健康、福祉を保持すること、あわせて公平、公正な行

政を行うこと、これが基本であります。町長の議案説明で、初日ですね、説明がありました中で、

マニフェストに掲げる５点の重点事業、このことが上げられました。それで、その１点目、人と

環境にやさしいまちづくりで、従来の小地域懇談会の問題や課題を踏まえ、各地域振興協議会と

連携をして人権交流懇談会を住民啓発活動の取り組みとして定着するよう、引き続き協議会と連

携をして取り組んでいくことを考えております。このように述べておられます。先ほど賛成者の
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討論の中で、ソフト事業を重点にするということで、私はハード面よりソフト事業を中心にすべ

きだと思うんですが、ソフトでも特化したこのようなやり方、これについては非常におかしいと

指摘せざるを得ません。今年度は、南部町同和地区実態調査を独自に実施して、人権⋞同和教育

推進施策の充実に及び体系を続けたい、こう考えて述べておられます。

小地域懇談会に私も過去何回か参加しました。内容は、同和問題に限ったものでした。差別に

ついては、男女差別、人種差別、さまざまありますが、なぜこのようなことに特化してやるべき

でしょうか。

人権対策予算の負担金及び補助金のことです。特定の団体、同和事業推進協議会に７３％の枠

どりがされております。公平さを欠くこのような予算計上が続く限り、同和差別解消に逆行する

ものと言わざるを得ません。

もう一つ、同和関係でつけ加えます。午前中の議案に対する質疑でありました。宮前児童館、

この中の児童厚生員の報酬、年間３４９万４，０００円、１人分だそうです。しかし、これは報

酬ですね。これについても、普通一般の非常勤の職員の年間は２０２万２，０００円だったと思

います。なぜこのようなことをされるのか、これも非常に不明であります。このようなこと、私

は非常に不合理であるということを指摘します。

次に、地域振興区、これは私の一般質問で取り上げた中で、町長の答弁で私は任意団体でしょ

うと言いましたら、いや、任意団体ではない、条例上任意団体ではない、このようにおっしゃい

ました。私は、ここで改めて資料、取り寄せた資料を見たいと思います。一昨年ですね、２１年

２月５日、緑水園研修センターで平井知事、そして、県の局長が２人出て、その中で坂本町長と

いろいろ意見を交換されております。この中で坂本町長はこのようにおっしゃってますよ。任意

の組織でやった。会長、副会長は住民が選んで、町長が特別職としてお願いする形をとった。公

務員法で任意組織に職員を派遣することはできない。そのため、企画政策課の職員で対応する苦

しい形をとっております。簡単な告示行為、承認行為で、一定の資格ある団体として認めて、自

治法（税制法、公務員法）上の問題としてクリアしていただいたらと思う。このように知事にお

っしゃってますね。そして、住民が選んだ人を所長に据える方法を法律を変えていただいても、

今のままでは行政組織をいたずらに広げるだけだと自主、自立を考え合わせて任意団体を選択し

たそういう課題を抱えてる、ちゃんとおっしゃってますよ。私は、その場その場で意見を変える

ようなことはやめていただきたい。

地域自治振興について言います。任意団体ですね。地域振興協議会の正、副会長報酬、交付金、

サポートスタッフ費用で４，９８１万６，０００円が計上されております。先ほどもサポートス

－５０－



タッフについて質疑をいたしましたが、非常にこのスタッフに対する報酬もあいまいであります。

とても理解するような状況ではありません。地域振興協議会の設置以後は、区長制度の廃止、さ

らに社会教育分野の公民館活動は行政が責任を持つことであります。しかし、地域振興協議会に

乗り移っていることは行政の姿勢を指摘しなければなりません。

先ほど賛成者の中から、私ども日本共産党の討論は一貫性がないとおっしゃいましたが、私は

同和対策についても不公平を是正して差別をなくすための、このことの意見を一貫して述べてお

ります。そして、また地域振興協議会の問題ありということを一貫して述べております。あなた

方賛成者こそ、そのときの予算に対して相乗りでやっておられることを指摘したいと思います。

最後になりますが、西伯病院に利子補助を出していない。町のお金は町民の共有するものです

から、公平、公正で暮らし応援を中心とした予算を計上すべきであります。病院への利子に対す

る補助金は、昨年は今まで出してなかったからということで、さかのぼってまとまって出された

のではありませんか。これを出しておられない。そのときそのときによって予算を勝手に変える、

一貫性がない、このことを主張して反対の討論といたします。（発言する者あり）

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、板井隆君。

○議員（１番 板井 隆君） １番、板井隆です。私は、この２３年度の一般会計予算について

賛成の立場で討論をいたします。

まず、予算の概要説明をいただいたときに書いてあります。２６年度で合併算定の優遇措置が

終了し、２２年度の試算でも４億２，０００万円という今までの措置がなくなる、交付金が少な

くなっていく。こういったことから、めり張りのある予算を編成して継続していく必要があると

いうことがまず第一番にうたってあります。先ほど、職員がたくさん退職される、そして、それ

に対して、やはり職員を採用しなくちゃいけないんじゃないかというようなことがありましたけ

れど、全くこのたび職員を採用されないということは聞いておりません。数名の職員も採用が考

えられている。そして、その部分でまた足りないところを臨時的職員の方で賄っていくというこ

とです。やはり予算上、人件費というものはどうしても高くなってきております。そういったこ

とを抑えるため、また、この町の人口に対する職員の数というのが、町長も前から言っておりま

す１２０人ぐらいが妥当の線であるというようなことを、指摘を国の方からも指導を受けている

というところ。やはりそのところに向かって、今、調整をとっておられるというふうに私は思っ

ており、むやみに職員をどんどんふやしていくということは、強いては町民の皆さんにどんどん

迷惑もかかっていく、町民の方に対する支援も施策も何も打てなくなっていくというふうに感じ
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ます。

それから、先ほど井田副議長も話をされましたソフトの部分に、事業へと軸足を移してという

ことが町長の施政方針でありました。私は、この総務経済常任委員会の方でいろんな中の中身を

説明を受けました。私も一般質問をさせていただきましたけれど、所得向上プロジェクト、そし

て、緑の分権改革ということで、それぞれな目的を持ってしっかりとした予算組みがされ、町民

一人一人とはいきませんけれど、少しでもやる気のある方に力を注ぐ、支援を向けていくという

形がしっかりと組まれていると思います。

今、地方分権というのが進められているわけなんですけれど、自主、自立ということがうたわ

れています。また、その中で公助、そして共助、自助というものを確立していかなくてはなりま

せん。公助については、安心⋞安全のまちづくりということで、この２３年の予算の中にはしっ

かりとそういったものも見えました。また、共助については、先ほどから共産党議員団は地域振

興協議会のことを本当に無用のものだというようなことを言っておられますけれど、この地域振

興協議会４年間の実績をしっかりと見てもらいたいし、振興協議会がそれぞれ地区でやっている

こと、各それぞれ皆さん、地域の議員として１回や２回は出てみて、話を聞いて、そして、自分

で実感をして、本当に要らん、必要のないものなのかということを確認していただきたいです。

私、いつもこの席で話を同じことを言いますが、私も参加させていただいております。本当に地

域をどうしていったらいいのか、特に私たち中山間であり、過疎地であるところ、本当に自分た

ちだけでは生活ができない不安な毎日を送ってる方がおられます。そういったところを地域で助

け合う、その組織が今４年間本当にできてきているというふうに私は自覚しております。その振

興協議会が本当に必要のないものなのか、具体的に参加をしていただいて、どこが悪かったかと

いうことをはっきりと言ってほしいです。私は、振興協議会の方がこの話を聞かれれば、自分た

ちがやってることは何なんだというふうに思われると思います。私の方からメッセージを送りま

す、振興協議会の皆さんに。とにかく頑張って地域づくり、人づくりをやってほしいと思います。

そして、自助に対する支援というものもここから生まれてくるというふうに思います。そういっ

たことを含めて賛成の立場で討論をさせていただきます。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

１０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 賛成の立場で討論をいたします。

２３年度の予算編成の骨格としては、平成２６年度で合併算定の優遇措置が終わります。１２

月議会でも一般質問いたしましたけど、以後５年間をかけて一本算定に移行してまいります。平
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成３１年度からは約５億円の歳入減になり、厳しい予算編成に取り組まなければ、町民の皆様に

責任のある安心したまちづくりを継続していくことはできないと思います。

職員の減少についても反対討論がありました。私も全国の自治体をいろいろ職員の数等を勉強

しまして、地理、面積等によりますけど、おおむね町民１００人に１人の職員の割合。今、南部

町は１万２，０００人を切っております。数字でいえば１２０人規模、これが適正規模だと思い

ます。職員の皆様には業務遂行の上、本当に大変ですが、これから政策立案能力、またはしっか

り勉強していただいて、資質を上げていただいて町民のサービスが低下しないよう頑張っていた

だきたいと、大変厳しい言葉とは認識しておりますが期待をしております。どうぞ頑張っていた

だきたいと思います。

町長の施政方針の演説で、ハード事業からソフトへと移るというお話がありました。幸いにも

職員の皆さんの準備がすごく行き届いていまして、たび重なる不況対策の予算で、学校、教育設

備の改修、改築が大きく進みました。今年度は、会見第二小学校の体育館の改築もされておりま

す。

今後は、重点施策としては文化的活動の支援、子育て支援、経済不況対策として緊急雇用創出

事業では２４名の方の雇用、また、ふるさと雇用再生事業で１７名の方、計４１名の雇用で経済

不況の現実的な対策予算も計上されております。また、２２年度補正で対応しましたきめ細かな

交付金事業等によりまして、法勝寺庁舎のエレベーター設置、各保育園の環境整備対応予算も繰

り越し事業として実施予定であります。

昨年１０月１日に実施されました国勢調査において、人口の減少基調が継続しておりまして交

付税の減額も現実のものとなっております。定住対策としてプロジェクトチームをつくり対応協

議予定でありまして、ぜひとも財源確保の重点施策として魅力ある南部町を発信する必要がある

と認識しております。また、環境対策の継続、高齢者の急病、災害等の緊急時に対応します通信

システムの機器の更新もあります。また、子宮頸がんワクチン、Ｈｉｂワクチン、小児肺炎球菌

ワクチンは全額助成であります。人工透析患者の皆さんも毎日つらい生活を送っておられますけ

ど、通院費の拡大助成も計上されております。地域の安全対策として、２３年度は大幅な予算を

計上して防犯灯の整備促進を進めるとあります。夜間の防犯対策の向上が大きく進められると思

っております。

先ほど人権施策について反対討論がありました。２月の５日に鳥取市で差別事象報告会の県民

集会がありました。この集会には県の職員の方、また各自治体、教育関係の方、企業の方、また

多くの県民の方、３階が会場でございましたが入り切らなくて、２階でモニターを見ながら皆さ
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んがしっかりと研修されました。中には、大変驚かれている方もたくさんありました。こういう

事象が本当にあるのか、知らなかった。今後は、これを持ち帰って、私たちの町からこういう悲

しい出来事はなくしたい、そういう方がたくさんおられました。

県に報告された事象の後、その後も中部で大変悲しい事象が発生しました。本当はこの議場の

場で、言葉であらわせない、本当に障がい者の方がこれを聞かれたらどのような感情を持たれる

のか、胸が痛みます。町中に障がい者の施設があるそうです。ある町民の方が来られて、私たち

の家の近いところに施設を置くな。その先は発言をちょっとやめますけど、障がい者の犯罪につ

いてでございます。これは最後まで申し上げません。障がい者施設は山の奥か同和地区へ持って

いけばいい。大変差別が重なった、怒りを超した発言であります。そして、ある町では、差別事

象は発生してから考えればよい、落書きは消したらよいというような発言も実際にあります。本

町は、南部町のあらゆる差別をなくす条例、この条例によりまして、行政はもちろん町民も一体

になって、皆さん明るい人権の確立された町をつくるために一生懸命夜遅くまで研修に参加され

ております。私ども議員も全員人権会議のメンバーです。どうぞ、これから将来を担う子供たち、

または高齢者の方々が悲しい思いをなくすため、希望のある皆さんが生活を送られますように、

人権対策は行政施策の第一番としてしっかりとやっていただきたいと思います。

本町の安心⋞安全のまちづくりのためには健常者の方、また病気の方、障がい者の方たちがと

もに助け合い、理解し合って明るい南部町のまちづくりを進める予算であると私は確認し、一般

会計予算に賛成するものであります。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） 仲田でございます。議案第２１号の平成２３年度南部町一般会計

予算につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。

まず、総体的な話は今、石上議員の方から話がございましたので、私は、個別の話をさせてい

ただきたいと思います。先ほど同和教育、あるいは人権教育のことについて人権施策の反対のこ

とがございましたけれども、私は、同和教育を初めとするあらゆる差別をなくすために、まず同

和教育が基本であるということを押さえていかなければ、私はいけないんじゃないかなと思うわ

けでございます。そのためにも、同和教育についてしっかりとした学習、研修をしていかなけれ

ば、私はいけないんではないかなと思っておるところでございます。また、そのためにもいろん

な予算措置がしてありますので、ぜひこれを新しい予算に盛り込んでいっておりますので、これ

を遂行していっていただきたいと思っておるところでございます。
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また、地域振興区のことでありますけれども、これは事務職、あるいは会長、副会長だけの問

題ではなくて、要はその中にかかわっておられる地域の皆さんがいかにその地域振興区を盛り上

げ、そして、自分たちのまちづくりにどうかかわっていくかというところではないかと思うんで

すね。この振興区を自分たちの地域の中でどう盛り上げていく、そのためにはどういう方法がい

いのかということをディスカッションしながらやっていく、これが地域振興区の意義ではないか

なと思うわけでございます。そのためにも、やはり地域の中で一緒にかかわり、そして、そのリ

ーダーとなってくるのが会長、副会長、ましてやそのスタッフであろうかと思います。そのため

に、各いろんな地域の中から役員が出ているわけでございますが、その役員だけではなくて地域

が一緒になって、お互いに横の連携の地域と一緒になって、どうまちづくり、新しい地域づくり

に取り組むかということではないかなと思う、そのまだ延長線であろうと。１年で出るものでは

ございません。新しい会長さんもかわったりとか、いろいろな面もあるわけでございますが、や

っぱりこれは継続していかなければ町はよくならないし、これからの高齢化社会に向かっての横

のつながりというものがこれから必要になってくるのではないかと思います。そのためにもいち

早く地域とのつながり、そして、中で集落間との連絡調整ということが必ず出てくるわけでござ

いまして、地域振興区というのはこれからクローズアップされるものであろうと思っております

し、そこにいかに参画するかという、地域の皆さん方が足を運んでいってまちづくりにいろいろ

取り組んでいくものではないかなと思うわけでございますので、ぜひこの地域振興区につきまし

ても特段の配慮をいただきたい。そのために私は、この新年度予算につきましては賛成するもの

でございます。

○議長（足立 喜義君） ほかに。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） この２３年度当初予算、議案第２１号について賛成の討論をさせ

ていただきます。

今回の２３年度予算、大きなくくりがございます。１つは、長年の懸案でありました会見第二

小学校の体育館の改築問題、これがやっと日の目を見るようになりました。それと、るる議案の

何号でしたか、議案２０号、公の施設の指定管理のとこで問題になりました保育士の雇用の問題、

これが非常勤職員の身分保障と公設民営の維持と、この手法で２４年度より指定管理ができ、保

育運営をすると。そこで、非常勤職員が正規職員化で身分の安定を図る、こういう予算でありま

した。

それと、今、石上議員がるる言われました財政の健全化の問題が絡んでおりました。経済の低
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迷というのは皆さん御存じのとおりでございます。それで、税収の伸びは確かに、ことしの確定

申告終わりましたけども、税務課にお聞きしましたら、悪い、税収が伸びてないという中でござ

います。その中で、国勢調査でも我が町では合併時よりも５００人以上人口が減ったそうであり

ます。これによって数千万円の交付税が減額になる。この中で今後の予算編成をやらないけん。

そこで、共産党議員団が町職員をふやせ、そのようなことをすれば、私は、町が転覆する可能性

もあるじゃないかと。少数精鋭主義で、１人が１０人役でもできる覚悟でこれをぜひとも乗り切

っていただきたいと思います。

２３年度は２２年度と違ってソフト事業に軸足を置いたと言っておられました。具体的には、

ほんならどのような内容であったかといいますと、福祉事務所が我が町に設置されます。町民の

身近なところで素早い対応が、これができます。今まで、米子からわざわざ出かけてきてなかな

か対応が難しかったのが我が町でできると、こういう事業。

それと、緊急雇用につきましては、るる中身がありました、そのとおりです。緊急雇用創出事

業で２４名の雇用が予定しておられると。また、ふるさと雇用再生事業特別基金事業で１７名の

雇用を予定していると。この経済低迷の中で、町が率先してこれをやっていると。

子育ての問題、この保育所の充実についてもありました。さくら保育園にゼロ歳児から保育室

の増設をして保育室でエアコンが設置されます。全室でエアコン整備を完了させ、ひまわり、さ

くら保育園の駐車場も舗装整備し、これは繰り越し事業でありますが、また保育料の軽減も２３

年度は継続しております。

また、振興区の話がるるありました。今度は、今、振興区の中身については、板井議員、仲田

議員が言われたとおりでございます。地域主権のこれは最たるものでございます。これを鳥取大

学と産官学の連携して、もっともっとこれを発展させようというソフトの事業が今回入っており

ます。それとあわせて、南部町の桜を中心とした観光事業だと思いますが、これらもここで組み

込むと、そのような内容でありました。

昔の話を言って申しわけありませんでない、大事なことです、古事記編さん１３００年を記念

して赤猪岩神社の町道拡幅とか、ことしの大雪の大被害のときのそれを経験にした除雪機を各振

興区に１台と、各学校にもそれが配置されると。

有害鳥獣駆除、イノシシ対策には町に解体処理をつくろうじゃないかと。

また、若者定住については、石上議員が言われたとおりです。人口をふやすためにプロジェク

トチームをつくると言っております。

また、高齢者施策に対しては、ひとり暮らしの高齢者の方の入所可能な高齢者専用賃貸住宅の
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建設も検討してみると。

また、認知症対策にもグループホームを建設したいと言っております。

今、民生の方では人工透析の負担軽減がなされております。

また、地デジ対応についても生活保護世帯、または障がい者がおられる世帯で町県民税が非課

税世帯などにはチューナーなどを給付しております。

２３年度は、文教施設の大型事業が終了いたしました。

町民の暮らしに目を向けた積極的なソフト予算であるということを今回の予算編成であります

し、賛成する立場であります。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第２１号、平成２３年度南部町一般会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第１９ 議案第２２号

○議長（足立 喜義君） 日程第１９、議案第２２号、平成２３年度南部町国民健康保険事業特別

会計予算を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第２２号、平成２３年度南

部町国民健康保険事業特別会計予算。

この予算は、国民健康保険を運営する特別会計予算ですが、保険給付費の１０％近い伸びを反

映して、前年度予算の総額から約７，４００万円を増額するという内容でございました。

賛否両意見あり、採決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見の主なものとしましては、国保税は住民にとって重く、国や県とともに一緒になって

この会計に資金の繰り出しを行うべきであるということで反対と。

賛成意見としては、税率は５月の運営協議会で決定をされるので、その後に改めて議論をすべ

きである。現在では賛成をすべきだというものでございました。以上です。
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○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 議案第２２号、平成２３年度南部町国民健康保険事業特別会計予

算に反対いたします。

私は、この３月定例会におきましても、この国保に加入しておられる世帯の実態がある程度資

料として執行部の方から提出していただきました。それを見て、国保に加入しておられる世帯が

周辺の伯耆町や日吉津村よりも所得階層が低いということが明らかになりました。税率としての

計算は西部の中で２番目に低いということで、それはそういうことでしょうけれども、日本全国

この国保の問題というのは大変国庫支出が減らされてきた結果、いずこの自治体も大変苦労して

いるのは御承知のとおりだと思います。

南部町は、この問題を当面どこから手をつけられるかということを一つ提案があるんです。ま

だ、本算定は６月になると思いますが、一つは、健康管理センターすこやかにおける管理運営費

が５２４万９，０００円計上されておりますね。国保会計というのは、私の一般質問の中で町長

は、国保世帯にだけ特別な扱いができないというようなことで、消極的な答弁だったんですけれ

ども、よく考えてみていただくと、現役世代を卒業しましていずれは国保に入っていくわけです

ね。生涯現役を続けられる方以外はずっと国保に流れていきますよね。そういうことを考えます

と、この国保会計を町民全体で、町の一般会計予算を繰り入れるという一つの大きな理由になる

と思います。

それと、もう一つは、１億３，０００万程度でしたか、基金があります。ことしも３，１００

万円、これが最終決算どこまでまたどうなるかわかりませんけども、ことしでも３，１００万で

したか、基金繰り入れましたよね。それぐらいなことはこの経済情勢の中でしてもいいんじゃな

いかというのが私の提案でして、本算定に向けて、私の一般質問では前向きでなかったので、ぜ

ひ６月の本算定のときにそういう方向で提案していただきたいということで、この当初予算につ

いては反対をいたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。
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２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） 仲田でございます。議案第２２号の２３年度南部町国民健康保険

事業特別会計の賛成する立場で討論をいたします。

先ほど植田議員の方から、３，１００万の基金が平成２２年度あったということでございます

が、この２３年度予算につきましては、先ほどもありましたように本算定が６月、つまり６月で

ないと国保運営協議会で税率が決まるというようなものでございまして、これはあくまでも当初

予算で、こういう状況になるのではないかということのまだもくろみでございます。ですから、

今の医療費の動向によって、この国民健康保険というのは目的税でございまして、医療費が増大

すればするほどそれが保険税にかかってくるということもございますので、そのことも含めて考

えていかなければいけませんので、まだ今の状況では減額をするとか、あるいは基金を幾ら入れ

るというようなことはまずできないじゃないかなと思うわけでございます。ですから、そういう

ことも含めてこれはこれで議決するものであり、そして、国保運営協議会が５月の末に新たな予

算をつける、６月の補正のときに税率が決まるわけでございまして、そこできちっと議論をすれ

ばいいじゃないかなと思うわけでございます。よって、私は、当初予算のこれにつきましては賛

成するべきであると思って討論をするわけでございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私は、この議案第２２号、平成２３年度南部町国民健康保険事業

特別会計予算に反対する立場から討論を行います。

理由は、今、町民は非常に不況の中で仕事の減、所得の減少で非常に生活が苦しい状況であり

ます。このようなときこそ、やはり行政が支援をして活性化を図るべきではないでしょうか。２

３年度予算にはそういうのがありません。先ほど来も、２３年度当初予算なのでそういうものが

入れられないということですけども、予算ですので、やはりそういう姿勢が大事ではないかとい

うぐあいに思っております。

町長は３月議会答弁の中で、ずっと健康保険税を下げればいいじゃないかということに対して、

健康保険税は大体県内でも、西部地区でも安い方だというぐあいによく言われております。これ

は確かに安いというのは、所得が南部町は低いということの証明でありまして、これは余り自慢

になるようなことではないでしょうか。（「違うぞ」「医療費が」と呼ぶ者あり）いや、健康保

険税もです。それと、この健康保険税に対して、やはり１万円の引き上げを私たちはずっと要求

をしておりますけども……（「引き上げ」と呼ぶ者あり）引き下げです、引き下げです。間違え
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ました、訂正いたします。引き下げを要求しております。先ほど申し上げましたように、所得の

減少等で非常に苦しい生活の中で、やはりそういうことを踏まえて当然下げるべきということを

言いまして反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 今回の議案第２２号、国民健康保険特別会計予算ですが、中身に

ついては仲田議員が言われたとおりでございますが、１万円下げろと、所得が低い人が多いので

考えろ。この国保制度自体が７割、５割、２割軽減という軽減措置がございまして、それらは十

分に措置されております。問題は５月運協のときにしますけども、医療費が最低３％ずつ伸びて

おります。その中で、この国保会計というのは、皆さんよく知っておられると思います。医療費

が１００万かかったら、この１００万の半分は公費で見ましょうねと、あとの半分はみんなで見

ましょうねと。そのみんなで見るやつも低所得者が多いから、その所得者の人やちも全部調整交

付金とかいろんなんで入って、実際は南部町で国民健康保険に入ってる扶養者の方、大体２０％

近くだったと思いますね、しか払わんでもいいようになってます。そういうちょっと恩典的なこ

とがあります。まだ危機的なのは、基金がもう１億３，０００万ぐらいしか残ってないというの

が大変なとこですけども、他町に他市、米子市、鳥取市は何か物すごい値上げしてるようでござ

いますが、我が町はそうならんように今後気をつけていきたいと思いまして、この予算は大枠の

今までの３年間の累計をとった、こういう流れになろうだという予算です。本当は６月議会に出

ると思いますので、今予算は認めるべきじゃないかと思います。以上。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。議案２２号、平成２３年度国民健康保険事業会計予算

に反対するものであります。

意見としては、ほとんど同じような、賛成者、反対者、同じようななんですけども、先ほどい

わゆる法定減免ですね、国の方から示しております。しかし、それを利用しても現実としては、

やはり滞納を余儀なくされてるというような状況が、これが現実ではないでしょうか。そういう

中で、幸いにも本町では資格証明ということは出してませんけども、短期保険証で扱ってるんで

すけども、全国的な流れからいいますと、本当に命綱である保険証を取り上げるような始末にな

るようなことが起こってるわけなんですよ。本町は、そういうことはやらなくてずっと続けてる

んですけども、しかし、法定減免されている中でもなかなか払われるのが大変だという状況でし
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ょう。ですから、そういう中で、負担を軽減して安心して医療にかかれる状態をつくっていくと

いうことを、やはり率先してやるべきことであって、本算定の予算は運協の後の６月だと思いま

すけども、しかし、当初予算でもそのような姿勢で取り組むことが必要である、その考えから私

は反対するものであります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終結します。

これより、議案第２２号、平成２３年度南部町国民健康保険事業特別会計予算を採決いたしま

す。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

ここで休憩をしたいと思います。再開は２時５５分であります。（「３時にせや」と呼ぶ者あ

り）３時。もとへ、再開は３時ちょうどであります。

午後２時４２分休憩

午後３時００分再開

○議長（足立 喜義君） 再開をします。

⋞ ⋞

日程第２０ 議案第２３号

○議長（足立 喜義君） 日程第２０、議案第２３号、平成２３年度南部町後期高齢者医療特別会

計予算を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第２３号、平成２３年度南

部町後期高齢者医療特別会計予算。

本予算は、後期高齢者医療制度の普通徴収関係の保険料徴収並びに分担金の納付を行う特別会

計の予算であります。予算総額としては、ほぼ前年並みの予算でございました。

賛否両意見あり、採決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見の主なものとしては、政権交代のときにすぐに廃止とのことであったが、まだ後期高
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齢者医療制度が存在していることは納得できない、反対であるというもの。

賛成意見として、減免制度もあり、賛成すべきであるというものでございました。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 議案第２３号、平成２３年度南部町後期高齢者医療特別会計予算

に反対をいたします。

この後期高齢者医療制度は先ほども委員長報告であったように、民主党を中核とする政権がで

きたときに政権合意で即廃止という政権合意ができていたんですよね。それをずるずると、次の

制度ができないからこれをまたどうするかということで、民主党がきちんとした対応をしてこな

かったというところに大きな原因があるわけですけれども、そもそもこの後期高齢者医療制度と

いうものは、７５歳以上のハイリスクの高齢者だけを加入者にするという……（発言する者あ

り）そういうことなんですけれども、医療費がかかればその分保険料にはね返ってくるという制

度で、うば捨て山と国民から集中的に批判を浴びたという制度であります。

それで、これがなぜ民主党政権できちんとできないか、その根本的な問題として、日本の社会

福祉制度の後退が構造改革路線といいますか、そういう中で起こっていると私は考えております。

一つの例がありまして、イギリスの医療保険制度では国民保険サービスといって、病気休職中の

生活費の支給を除いて全額税負担で運営される国営医療事業、つまり、健康保険料は徴収されな

いで、医療サービスを受けた際の窓口負担は薬剤費の一部負担があることを除いてゼロ、いわゆ

る無料の医療がしかれている。このような制度がイギリスで実現できているんです。なぜ日本で

これが、こういうことができないのか、大きな問題は日本の政治のゆがみに、根本的なゆがみが

あると私は考えております。（発言する者あり）今、日本の１年間の実質ＧＤＰが５６２兆円で

す。国民の可処分所得が４１３兆円に達している日本で、ちゃんと税収を、収入に対する税をき

ちんと徴収して財源を確保すれば、十分に福祉の財源を賄うことは可能でありますし、ヨーロッ

パの諸国、アメリカ、カナダなど、本当に充実した医療制度が日本よりはできているというふう

に私は聞いておりますので、ぜひこの制度を変えて、お年寄りが本当に安心して老後が過ごせる
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ような制度改革をすることを求めて、この議案に反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 議案２３号、後期高齢医療特別会計に賛成の立場から討論いたし

ます。

今、植田議員が言われましたように、確かに政権交代いたしまして後期高齢はすぐやめるとい

うことでしたが、一向にそういう気配がございません。なぜならば、今のこの後期高齢が大分市

民権を得てなれてきたという雰囲気でございまして、だけども、いずれ２６年をめどになくなる

そうでございます。けども、今の負担軽減策等が当分の間これが続くという条例改正もできまし

て、いつまでというのは書いてありません、当分の間ということです。正直言いましてこの制度

が皆さんに、７５歳以上の高齢者に浸透してきたという感じではございますが、できたら政権が

これ以上な制度ができることを待ちまして、今のままでいいということで賛成いたします。

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第２３号、平成２３年度南部町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第２１ 議案第２４号

○議長（足立 喜義君） 日程第２１、議案第２４号、平成２３年度南部町介護サービス事業特別

会計予算を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第２４号、平成２３年度南

部町介護サービス事業特別会計予算。

本予算は、特別養護老人ホームゆうらくの建設資金の借入金の返済に、ゆうらくの指定管理者

である伯耆の国からの寄附金を充てるものです。

賛否両意見あり、採決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見の主なものとしては、伯耆の国からの寄附金を公債費に充てているが、伯耆の国の人

件費の詳細が不明であることが反対の理由であるというもの。
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賛成意見としては、県の指導のもとに設計された特別会計のシステムであるので問題はなく、

賛成すべきであるというものが主な意見でございました。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。議案２４号、平成２３年度介護サービス事業特別会計

予算について反対するものであります。

理由は、先ほど委員長からの報告がありました介護施設ゆうらくの施設建設の起債返還のため

の金額がここに収入として入ってきます。私は、これについて、本日のほかの議案でもあったん

ですが、ゆうらくからの事業報告が上がっているということで、別にこれで説明が十分なされて

いるというような賛成意見があったんですが、私は、先ほど委員長が反対理由で申し上げました

ように、確かに人件費としては金額は明示してあります。しかし、このゆうらくの施設の中で介

護士と、あるいはほかの事務職員も含めて何名おって、どういう内容で賃金が出されているのか、

そのことについてはっきりとしないわけです。当然、私は一般質問の中でもどちらなのかという

ことを言ったんですけども、出捐金として町は出しているということ。形は出捐金であろうと支

出金であろうと、公費を出してやっているものであります。その中身について議会でどういう中

身であるかということの質疑に対しては、そこから説明をするのは当然であります。そしてまた、

公共性の非常に強い施設でありますから、指定管理に出したといっても、その内容については議

会でチェックするのは当たり前であって、説明不足である。このことを理由に反対するものであ

ります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） この件は毎回、毎議会に出る問題でして、伯耆の国のゆうらくは

民間事業でございます。確かに町が５００万、１，０００万ですか、両町合わせて１，０００万

の出捐金が出てますが、考えてみますと我が南部町もたくさんいろんなところに指定管理に出し

ております。そこの近くでは給食センター、そんなんに出してますけど、これがそういう議場で
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問題になったことないですけどね。なぜ、ゆうらくばっかり出されるのか不思議でいけません。

ゆうらくの中身については、中には当然理事会がございまして、理事会でちゃんとその辺はきち

っとチェックして県に報告しております。別に私は、ゆうらくの理事でもなし、顧問でもなし、

評議員でも何でもありませんけども、たまたま他町の他施設の同じ老人保健福祉施設の評議員を

しておりました関係上、中身はよく知っておりまして、それを議会で云々っていう話は聞いたこ

とがございませんし、これはこのまま建てたとき、かかった起債を伯耆の国が上げた収入から毎

年３，０００万でしたか、もらうと、そういう会計でございますので、別に一つも問題ないと思

っておりまして賛成いたします。

○議長（足立 喜義君） 委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 今回のこの介護サービス事業特別会計ですけども、これまで町長

は出捐という言葉を使って出資との区別をされておりました。今年度の所信表明では、出資とい

うふうに変えられたんですよね。明確に所信表明で出資と書いておられますよ。私は、こういう

公の場でその出捐という言い方を理由にしながら、議会に報告の義務がないという説明をしてい

たのなら、それに対して、今回出資と変えたということに対するきちんとした説明をすべきだと

思うんですよ。全く私は不可解ですよ。（発言する者あり）私が聞いたのは、出捐と出資がわか

らないから出資と広報誌には書いたけれども、公式には出捐だと。だけども、今回の所信表明は

出資ですよ。（発言する者あり）いや、私は、よく内容わかりません。そこのところが私は納得

できませんのでね、そういう問題が町の説明責任果たしてないというふうに考えますので、反対

いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷でございます。私は、賛成の立場で討論させていただ

きます。

ただいま反対の意見の出資金と出捐金につきましては、この場で町長がはっきりと御説明なさ

いましたし、そういうことをきちんと聞いて理解していかなければいけないのは、私たち議員の

立場ではないかと思っております。そのようなことで間違ったメッセージが送られるということ

は、私は非常に残念だと思います。それだけに特化して反対するというのではありませんが、こ

の会計につきましては何ら問題を感じておりませんので、賛成といたします。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

－６５－



〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） 議案第２４号、２３年度南部町介護サービス事業特別会計予算の

賛成の立場で討論をします。

この予算は委員長報告でありましたように、ゆうらくが建てたときの償還金、そして、利息を

払いまして、そして、ゆうらくの方から寄附金として同額をいただいているものでございまして、

何らそれについて文句を言うものではないと私は思っております。ですから、先ほどいろいろな

出捐金だとか出資金だとか、いろんな話はありましたけども、この予算にはそのことは該当しま

せんので、これで私はこの予算は妥当なものだと思って賛成するものでございます。

○議長（足立 喜義君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第２４号、平成２３年度南部町介護サービス事業特別会計予算を採決いたしま

す。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第２２ 議案第２５号

○議長（足立 喜義君） 日程第２２、議案第２５号、平成２３年度南部町住宅資金貸付事業特別

会計予算を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 議案第２５号、平成２３年度南部町住宅資金貸付事業特別

会計予算。

本予算は、住宅資金貸付事業の貸付金の返済を受け、起債償還を行う特別会計予算であります。

当予算につきましては、賛否両意見あり、採決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見の主なものとしては、一般会計からこの特別会計に資金を繰り入れるのには問題があ

るので反対であるというもの。
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そして、賛成意見は、町当局も徴収に努力をしており、賛成をすべきであるというものでござ

いました。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 平成２３年度住宅資金貸付特別会計について、１点だけお願いい

たします。滞納額の累計と、それから、処理等について聞いておられましたらよろしくお願いい

たします。

○議長（足立 喜義君） 民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） この予算の審査では滞納累計額とかは聞き取りをしており

ませんが、決算の時点では必ずこの数字が毎回出ますので、そのときにはきちんと聞き取ってお

りますが、今回はそういった聞き取りはしておりません。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。議案２５号、平成２３年度住宅資金貸付事業特別会計

予算に反対するものであります。

理由は、先ほど質疑に対して委員長からの答弁がありました。確かに昨年度、いわゆる２１年

度末までの滞納額というのはわかります。しかし、今年度また繰り入れがありますので、執行部

の方へ私の方でただしたところ、３月８日現在、ことしですね、２３年の３月８日現在で２２年

度の発生した滞納の見込みは、３９６万２，０５４円と見込んでいるということなんです。過年

度分が、滞納が７，８４５万１，６６２円であり、累計総額はこの見込みを含めますと、年度末

で８，２４１万３，７１６円になるという見込みが聞きました。

この貸付制度というのは、町がやった制度ではありません。国の方針でやられた制度でありま

す。しかし、貸し付けた側は町なんですね。私は、これだけやっぱり滞納がふえるというのは、

今の収入に見込んで、だんだん借り主の方も高齢化しております。そして、この不況の中、仕事

してもなかなか収入が上がらないし、また年金は下がっているのが状況であります。そういう中

で、この制度をつくった国が一番責任があるし、そして、町としても何らかの対策をやっぱりと
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って解決の方向に向かっていかないと、町としては滞納額がふえるとどうしてなんだということ

になりますし、また滞納を余儀なくされている人、払うに払えない人、その人たちの負担という

んですか、苦痛というかな、とにかく常に何とかしたいという思いを軽くしてあげる。このこと

から、対応策はやるべきだと思うんです。それがなかなか、一つとしては年２回の徴収なんだけ

れども、分納についてはそれに応じてやっておるということが執行部の中の答弁であったんです

けども、しかし、それ以上に根本的に解決する方向というものをつくっていかないと、ますます

こういう状況なら滞納がふえていくというぐあいになると思うんです。だから、抜本的のそうい

う対策というものを、やはり示すべきであるというぐあいに思います。解決の方法が見出せない、

このような予算については反対するものであります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、井田章雄君。

○議員（11番 井田 章雄君） 井田でございます。私は、議案第２５号、平成２３年度南部町住

宅資金貸付事業特別会計予算に賛成の立場で討論いたします。

この事業は終了いたしておりますが、２点目に貸付金の回収がございます。そして、償還金及

び一般管理費であります。これをやはり遂行していかなければなりません。ですから、これの議

案については賛成して可決すべきと考えております。以上であります。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第２５号、平成２３年度南部町住宅資金貸付事業特別会計予算を採決いたしま

す。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第２３ 議案第２６号

○議長（足立 喜義君） 日程第２３、議案第２６号、平成２３年度南部町建設残土処分事業特別

会計予算を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。
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○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第２６号、平成２３年度南部町建設残土処分事業特

別会計でありますが、これは全員一致で可決すべきものと決しています。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第２６号、平成２３年度南部町建設残土処分事業特別会計予算を採決いたしま

す。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第２４ 議案第２７号

○議長（足立 喜義君） 日程第２４、議案第２７号、平成２３年度南部町墓苑事業特別会計予算

を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 議案第２７号、平成２３年度南部町墓苑事業特別会計予算。

町営墓地の維持管理を行う本予算については、全員一致で可決すべきと決しました。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。
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これより、議案第２７号、平成２３年度南部町墓苑事業特別会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され

ました。

⋞ ⋞

日程第２５ 議案第２８号

○議長（足立 喜義君） 日程第２５、議案第２８号、平成２３年度南部町農業集落排水事業特別

会計予算を議題とします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第２８号、平成２３年度南部町農業集落排水事業特

別会計予算でありますが、この農業集落排水事業で下水の処理が行われている地域は、旧西伯で

は福成、大国。旧会見では、会見、会見第二、小松谷地区であります。

この件につきましては、委員会で審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決しております。

反対意見につきましては、下水についてすべてにおいて接続率が低い。この対策にかかわる経

費が、予算が計上されていない。何とかしないとこれから率が上がる要素がないことから対策が

必要であるが、対策がとられていないために反対をすると、そういう意見がありました。

賛成につきましては、接続率の増加の施策について一般質問等で聞かれたこともなく、また職

員は接続率増加についても努力しておられる、これにより賛成する。以上であります。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

委員長報告に反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私は、この議案第２８号、平成２３年度南部町農業集落排水事業

特別会計予算に反対するものであります。

この農業集落排水事業の接続率は、平成２１年度実績が８５．２％、平成２２年度見込み８６．

３％、平成２３年目標８６．９％です。接続率は年々微増をしていますし、職員も努力をされて
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おります。

件数につきましては、２１年に対して２２年見込みは２７件の増、しかし、２２年見込みに対

して２３年度の目標は１０件と、約３分の１の目標であります。これは職員の努力も必要でござ

いますけども、やはり政策的に何らかの対策をとるべきではないでしょうか。例えば減免制度の

ようなものをつくるべきということを申しまして反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

８番、青砥日出夫君。

○議員（８番 青砥日出夫君） 議案第２８号、南部町農業集落排水事業特別会計でございますが、

今、雑賀議員が反対をされましたが、接続率が低いから反対ということはちょっとおかしいんで

はないかなと。その対案がないから反対というのもおかしいんではないかなというふうに思って

おります。粛々と事業を進めるべきであって、当然そういうことでこの事業会計を反対するとい

うのは、何かおかしいんではないかなというふうに矛盾を感じております。

この集落排水事業といいますのは、だんだん進んできまして、つけられる方、あと高齢者の方

々で、いわゆる資本もかけなければいけないし、なかなかできないというところもあります。し

たがって、強制ではありません。しかしながら、やはり台所雑排水については通常接続できる部

分もありますし、中を施工せんとできんという方もあります。それは個々の事情があっていろん

なことがあると思いますけども、それが最初はかなりの方が申し込まれますが、やはり徐々に徐

々に少なくなってくるのは、それは絶対数が少なくなってくれば少なくなるのであって、やはり

やらないけんと、後継ぎもおるという方はやられる方向にありましょうし、年寄り２人でどうな

るかわからんという不安な方は、やはりなかなかそこに踏み切れないという部分は個々の事情が

あるわけでございまして、安易に反対すべきではないという議案だと思います。よって、これを

もって賛成討論といたします。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これをもって討論を終結します。

これより、議案第２８号、平成２３年度南部町農業集落排水事業特別会計予算を採決いたしま

す。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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⋞ ⋞

日程第２６ 議案第２９号

○議長（足立 喜義君） 日程第２６、議案第２９号、平成２３年度南部町浄化槽整備事業特別会

計予算を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第２９号、平成２３年度南部町浄化槽整備事業特別

会計予算でありますが、この地域というのは次に出てまいります３０号の公共下水が東西町、西

伯中央、この西伯中央というのは阿賀、清水川、フォレストタウンでありますが、それ以外の地

域がこの合併浄化槽の地域となります。

これにつきまして賛成多数で可決すべきものと決しております。

反対の意見は、前の農業集落排水事業と同じでありますし、賛成意見も同じでありました。以

上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私は、この議案第２９号、平成２３年度南部町浄化槽整備事業特

別会計予算に反対の討論を行います。

この浄化槽整備事業の接続率は、平成２１年４９．８％、平成２２年５０．６％、２３年５１．

７％で、約５０％にとどまっております。この接続率の向上を図るためには、やっぱりその原因、

要因を調べて環境整備等のために、所得の減少に対しても減免制度等の措置をとるべきというこ

とで反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を求めます。

１番、板井隆君。

○議員（１番 板井 隆君） 板井です。私は、この議案について賛成の立場で討論をさせてい

ただきます。

上下水道課の方から説明を受けた資料の中に、先ほど雑賀議員が資料をもって接続率等を話さ

れました。その辺に対して、本年度の対策というものも同じく書いてあります。接続推進のため
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に情報なんぶに公開する。また、意向アンケートを５月に行う等々、この接続率の増加に向けて

上下水道課の方も一丸となって検討をされ、そして、接続の増加に向けて頑張っていこうという

ことで書いてあります。

それと、やはりこの接続については町としても補助等がありまして、接続をするときには補助

金等もあるということで、先ほど前のときで話がありました青砥議員の方から、高齢化の問題等

々対策を打っても、なかなか町民の方も向いてもらえない条件等もあるんだというふうに言って

おられました。

そういったことがあるわけで、対策的にはそれぞれ接続率増加に向けて十分な配慮もされてい

るというふうに思い、賛成の立場で討論をいたします。以上です。

○議長（足立 喜義君） これをもって討論を終結します。

これより、議案第２９号、平成２３年度南部町浄化槽整備事業特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第２７ 議案第３０号

○議長（足立 喜義君） 日程第２７、議案第３０号、平成２３年度南部町公共下水道事業特別会

計予算を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第３０号、平成２３年度南部町公共下水道事業特別

会計予算でありますが、先ほど言いましたように、この公共下水道で処理されます地区は東西町、

そして、西伯中央。これは阿賀、清水川、フォレストタウンがその該当する地域であります。

審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

反対の意見、賛成の意見は、農業集落排水事業、合併浄化槽事業と全く同じであります。以上

です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。
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３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ３番、雑賀です。私は、この議案第３０号、平成２３年度南部町

公共下水道事業特別会計予算に反対の立場から討論いたします。

この公共下水道事業の接続率は、平成２１年８５．３％、平成２２年が８６．８％、平成２３

年目標が８８．３％と、この事業は農業集落排水事業、浄化槽整備事業等に比べると一番接続率

は高いわけですけども、年間の増加率が１．５％と非常に少なくなっております。確かになかな

か難しく、増加率も難しいとは思いますけども、やはり政策的に増加率の少ないときに町として

対策をとらなければ、これ以上のものはなかなか望めないではないかというぐあいに環境整備の

面からいたしましても思いますので、反対をいたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、板井隆君。

○議員（１番 板井 隆君） １番、板井隆です。先ほどのことと全く同じことなんです。雑賀

議員の方も同じ理由で反対なんだということを言われますので、私も同じ理由で賛成をしたいと

思います。

接続率については、確かに大分、９０％近くまで来ているということです。あと１０％の原因

については、やはりそういったような、先ほど言ったような高齢化、少子化等、また地域的なこ

ととか、そういった接続がしにくいというようなこともあって、あと１０％がなかなか進まない。

その１０％というのは、本当に難しい現状だというふうに思いますけれど、先ほどありましたよ

うに説明書の方にも書いてあります。推進のための情報なんぶへの公開、そして、意向アンケー

ト等もとりながら、接続率増加に向けて職員の方も計画をし、頑張っておられるというところで、

何ら反対をする理由がないというふうに思います。これをもって賛成の討論とさせていただきま

す。以上です。

○議長（足立 喜義君） これをもって討論を終結します。

これより、議案第３０号、平成２３年度南部町公共下水道事業特別会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第２８ 議案第３１号

○議長（足立 喜義君） 日程第２８、議案第３１号、平成２３年度南部町水道事業会計予算を議
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題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 議案第３１号、平成２３年度南部町水道事業会計予算案

でありますが、委員会で審査の結果、賛成多数で可決すべきと決しております。

反対の意見といたしまして、次のようにあります。水道会計事業は赤字でありますが、それを

もって水道料金を引き上げるというのは別だと思う。公共料金である以上、一般会計からの繰り

入れを行っても値下げすべき。以上のことから反対をするという意見がございました。

賛成につきましての意見でありますが、一般会計からの補てんについては１２月議会でも問題

になりましたが、条件つきで可決したところです。経費節減には限界があり、反対すべきもので

はないという意見がありました。以上です。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私は、この議案第３１号、水道事業会計予算に対して反対するも

のであります。

この水道事業は公共料金審議会において、料金の統一を名目に値上げを容認するような答申が

出されております。水道事業会計の人件費は一般会計で見るなり、不足する予算も一般会計から

補てんをしてでも料金を低くすべきであるということを申し上げまして反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） この水道事業会計でございますが、今、雑賀議員が一般会計で見

るべきと言われましたが、これは公営企業法で企業会計でございまして、これはこの間の１２月

議会では特例で、これはこのままいけば水道事業会計が破産するという危機がありまして繰り入

れたと思いますが、これはちゃんと注文がつけたと思っております。本当にこの水道事業会計、

中身見ましても水道料の徴収率が９８．何％で、四捨五入すると恐らく９９％ぐらいなってるん

ですね。そこまで皆さん努力されて一生懸命徴収しても厳しい状態と。内部留保資金を充てて赤

字は免れておりますけども、だんだんと先が見えかけてきてると。それで、公共料金審議会にか
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かってるわけでございますが、この本予算は、まだそういう値上げするとか云々という話はなっ

ておりません。もちろん、当然こういうときには、まず住民への説明が第一だと思いますし、議

会への説明も大事だと思います。これもまだ伺っておりませんし、これを伺ってからまた判断す

ればいいじゃないかと思います。また、職員について一般会計から見るって言われましたが、こ

の間まではたしか１人か２人見ておられたようですし、全部一般会計から見るというのもまた何

かおかしな話でありますので、今予算については本当に水道事業、まず入るものをもって出ずる

を制すという鉄則から、水道料金を９８％、９９％近くまで収納しても厳しい状態というのは現

実であります。こういうことを考え、今後の方策、方針を注意深く見つめ、住民の同意を得られ

ることを願い、また議会も一生懸命これについて検討し、今後の課題といたしまして今度の２３

年度水道事業会計は賛成いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 議案第３１号、２３年度南部町水道事業会計予算ですけれども、

私は町長の所信表明で、公共料金審議会の答申ということでその内容を見ました。ところが、会

見地域が今まで施設の老朽化で、低い料金で来てると、平均２３％の値上げが必要だという内容

になっているんですよね。私は公共料金審議会のあり方として、この前の議案説明のときの質疑

の中でも言いましたけども、こういう生活に即影響の出るような課題について公募委員を選出し

ないような審議会というのが、よそに例がないって思うんですよ。そのときに、下水道の料金改

定をするときに私はそのことを言いました。そしたら、そういう意見も検討するんだという課長

答弁もその当時あったと思っているんですよ。私は、町の姿勢として公共料金審議会を住民の代

表、公募の委員の代表を入れないような形の審議会の答申というのは、非常に問題があると言わ

なければなりませんし、今後いろいろ説明がされる中で問題点を明らかにしていきたいと思いま

すし、根本的な問題として言っておきたいのは、こういう中山間地域の水道事業を運営していく

ときに、企業会計で設備投資の分を全部利用者負担で賄うということが非常に難しい会計なんだ

ということ……（発言する者あり）討論は自由です。そういう企業会計といいながらも、こうい

う地勢的な要因があるということと、住民の生活実態を十分に踏まえるべきだということを言っ

て……（発言する者あり）

○議長（足立 喜義君） 発言途中ですので、静かにしてください。

○議員（４番 植田 均君） 町長の姿勢について批判して、この議案に反対をいたします。

（発言する者あり）。
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○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１番、板井隆君。

○議員（１番 板井 隆君） １番、板井隆です。私は、この議案第３１号、水道事業会計予算

について賛成の立場で討論をさせていただきます。

先ほどから、この事業会計の賛成の前にるるずっと議案ごとに言っておられました。職員はふ

やせ、国保は下げろ、水道事業は補てんしろ、下水道事業も補てんしろ。南部町の財産って決ま

ってるんです。その中でどうしていったらいいか、全体の平均を見てこの予算というのは組んで

あるわけです。だったら、どこかから金を持って返ってください、南部町に。そのくらい言いた

いです。いいですか、好きなことは言えます。耳ざわりのいいことは言えます。町民の皆さんに

不安や不信を与えるようなことは、ぜひ避けてほしいというふうに思います。

この水道事業会計については先ほど青砥議員ですか、その前のときに言われたとおり、私はこ

の会計については賛成すべきだというふうに、全体的な流れから見て賛成をするべきだというふ

うに思います。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言。

１２番、秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） 少し議案を整理して、議長なり質問者なりは発言していただきた

いというふうに思います。

私は、今回の上水道の議案提案の説明につきまして、公共料金審議会の答申は何ら触れており

ません。残念ながら、その件はまた別の機会にやっていただきたかったです。今回は、単に水道

会計の、２３年の水道会計の問題でありますのでその点を間違わないように、議長の方もよろし

くお願いいたします。以上です。

○議長（足立 喜義君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第３１号、平成２３年度南部町水道事業会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第２９ 議案第３２号
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○議長（足立 喜義君） 日程第２９、議案第３２号、平成２３年度南部町病院事業会計予算を議

題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第３２号、平成２３年度南

部町病院事業会計予算。

本予算は、西伯病院の事業運営を行う会計予算でありますが、平成２３年度は療養病床から急

性期病床への７床の転換効果や、歯科の外来者数の増加、町内外企業への働きかけによる健康診

査や人間ドックの受診者の増で、医業収益の増加を見込む一方、費用面では看護師不足に対応し

たケアワーカーの増員、また患者満足度の向上や職員の身体負荷の軽減のために電動ベッド、シ

ャワー入浴施設等の導入を図ることが盛り込まれております。また、給食の外部委託に伴う経費

の組み替え等を含んだ内容で、収支的にはプラス⋞マイナス⋞ゼロを見込んでいるとの説明を受

けました。

本予算については賛否両意見あり、採決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。

反対意見の主なものとしては、償還の利息の補助部分が一般会計から繰り入れられていないこ

と。また、給食は直営で行うべきであり、反対であると。

賛成意見の主なものとしては、医師を初めスタッフが大変努力し、成果を上げておられる。給

食の外部委託で栄養管理に重点が置かれ、サービスがさらに充実するのではないかという点から

賛成をするというものでございました。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

まず、委員長報告に反対者の発言を許します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。議案３２号、平成２３年度病院事業会計予算に反対す

るものであります。

反対の理由は、先ほど本議会にかかっております議案２１号、一般会計予算ですね、この中で

病院に対する、先ほど委員長から報告がありましたが、起債の返還の利息分についての一般会計

からの繰り出しがことしはなされておりません。初日のときの質疑に出ていないことについて質
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疑をかけたところ、事務部長からは予算は出したんだけれども削られたという、このような答弁

が返ってまいりました。私は、２２年度は一般会計から今までずっと、これは町の分、２分の１

分は出してなかったなということで、一気に１億９，４９０万８，０００円を繰り入れられてお

ります。そのことについてはどうなのかといいますと、ここに鳥取県自治体病院補助金交付要綱、

このものがあります。これは県がつくった要綱ですが、この中で３条に補助金の交付というとこ

ろを見ますと、ちょっと朗読しますとこうありますね、県は目的の達成に資する町村が病院を建

設するために借り入れた地方債の支払い利息について、一般会計から病院会計へ繰り出す事業、

（これは補助事業という）を行う町村に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。こうなって

る。２項にこう書いてあるんですよ。本補助金の額は、病院建設に当たり町村が一般会計から病

院会計へ繰り出す額、（以下、補助対象経費このように示されて）と、地方債の利子償還額の２

分の１を乗じ得て得た額を比較して、いずれか少ない方の額以下とする。つまり、当該する自治

体がその病院へ利息を出したら県も出しましょうということなんです。

そこで、ことしのこの予算書を見ますと、繰り入れにちゃんとその県からの分が載ってるんで

す。額は、４，２２６万５，０００円が載ってますね。そうすると、当然これは出すべきであり、

そして、去年のさかのぼって出すのはどういうことなんですかと言ったら、いや、これは県の要

綱でこうなってるんで出すということが本旨だったと思うんです。ことし削られた内容は何でだ

というと、いわゆる病院の経営がことしはいい方に向かってるから、その必要がないというよう

な答弁だったというように私は記憶してるんですよ。ということは、この要綱にのって去年は出

したんだが、ことしはその要綱は無視するというやり方であるというぐあいに私は思えるんです

よ。そういうことをやられるということは、今後、非常にあいまいなやり方に結びつくというこ

と、このことがまず１点。

そして、２つ目は、今度給食業務が委託になりました、調理業務が。私は、経費面について改

善がなされるかどうか、そのことについては検証は、まだ私は検証しておりませんが、しかし、

その中で公務現場ですね、いわゆる町が直接やっている、病院が直接やっている公務の場に民間

の事業者が入るということは、それだけ公務の現場が失われるということなんです。今の町の流

れからいうと、とにかく公務の現場をどんどん民間の方へ流してしまうという、こういうやり方

に対して非常に危険を感じるものです。その点を理由に、私はこの予算に反対するものでありま

す。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。
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○議員（９番 細田 元教君） この病院事業会計には賛成討論いたします。

さっき亀尾議員が言われました県の補助金４，２００万が、同額が町から出てないと。あの要

綱は県が４，２００万、今まで、建ててからずっと入ってます。町の一般会計をくぐって、そこ

へプールしないでねと。県が出した分はそのままトンネルで出してねという要綱でして、その後

ついでに、まだ補足がありまして、これつくった人から聞いてます。町に余裕があったら出して

ねと。県と町と同額を必ず出さないけんという要綱ではないと。これ一番最初に、この病院つく

ったときの事業管理者からじかにお聞きしました。皆さん方もそれは聞いておられると思います。

今までも国から来る交付税は一般会計をくぐってから行くんですよ。本来ならば、南部町立西伯

病院が黒字経営だったら一般会計に入ってますので、別に黒字経営だったら出さんでもいいお金

なんです。それが今は２億何がしが入ってますが、それはそのまま出てます。県も建てたときに

はそういう条項ですか、要件をつくりまして、これがそのまま生きてるんです。この間１億９，

０００何がし出しましたのは、今までちょっとそのときに西伯病院が起債償還と公募債とかのあ

れで資金ショートしかけた。それで、ちょっと一大事だというので、ほんなら今まで払ってない

町のちょっと、余裕はないけども、それが払えるようだったらそれしかないと、そこから１億９，

０００万何がし出したというのが実情でございます。間違いないようにしていただきたい。

それと、給食の民営化については、この議会、前回の議会でしたか、管理者が詳しく説明され

ました。今のままであれば、もしもあそこでＯ１５７とかノロウィルスとかが出た場合、ほかの

給食センターからの手助けができる状態ができてなかったと、本当に危機的だ。だから、これは

早いこと何とかせないけんということで民間委託して、今度はメホスでしたかね、日清医療、こ

ういうとこに何かされたようですけど、それは、そこでもしだめになったら、かわりのとこから

すぐそれがサポートできるシステムがなってるんだと。今までそれができてなくて、ようこれが

綱渡りしてできたってって、びっくりしておられました。これが今回改善された点でございます。

そういう４，２００万、確かに事務部長が言われましたようにのどから手が出るほど欲しいお

金だと思います。けども、今、皆さんの努力によって入院の入床率、入院率が９５％近くずっと

行ってますね、外来も少しずつ伸びております。その中で、皆さんの企業努力で今日までいって

大体とんとんというちょっと厳しい見方をしておられますが、今時点、今黒字じゃないですか。

そこまで頑張っておられたら、またこれに引かれて、ほんなら民間の同じような病院はどうだと

言えば、死活問題ですので、そういう公的な資金がありません。けども、そこで頑張って黒字経

営している病院もあるんです。それがだんだんと事務部長、管理者を中心にして院長、職員、一

丸となって今すごく改善してうまくいきよる。今後とも西伯病院、ひとり立ちできる、自慢でき
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るような病院にぜひともなっていただきたい。最悪の場合は、この４，２００万円というのが、

やっぱり町に余裕があれば出る要綱でありますので、心して頑張っていただきたいということを

お願いして、賛成討論といたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 私もこの補助金交付要綱のことについては県に確認しました。昨

年の３月議会のときに過去にさかのぼって、こういう町が起債の利息分を何年か分もさかのぼっ

て出せるのかどうなのかということについて問い合わせました。そしたら、最初は担当者の中で

ごたごたごたごたしておられて、そんなことがあるのかというような返答だって、私は交付金要

綱をちゃんと解釈すれば当然町が出すべきお金だという確認をしました。（発言する者あり）そ

ういう行政というのは、自分で決めたルールを何ていいますか、きちんと法令遵守義務というの

があるんですよね。これがなければ裁量行政というようなことになりますよね。要綱というのは、

その定めに従ってきちんと執行していくというのが行政のあるべき姿ですよ。亀尾議員が言われ

たとおりなんです。起債償還分の町が出した分を県も出すと、こういうルールになってますので、

これは事務部長が予算要求されたのは当然のことですし、それを町長が裁量で切るというような

ことは、本当に私はちょっと行政のやり方として不適当だと思いますので、これはぜひ改善して

いただきたいと思います。以上です。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） ６番、杉谷です。譲ってもらった発言のように感じております。

（発言する者あり）私は、この議案第３２号、南部町病院事業会計予算につきましては賛成の立

場で討論させていただきます。

ただいまの交付金につきましては、交付金が町に入ってくるというのは色がついておりません。

色がついてなくて全部一本で入ってくる場合には、なかなかその分についての議論は尽きないと

思います。しかし、この件につきましては前議会のときに一応片がついたと私は思っております。

病院のこのたびの予算につきましては、西伯病院の立ち位置をしっかりと見据えた、つまりは経

営方針をはっきりと持たれての予算だと思います。それには、米子市内の急性期病院、町内医療

機関、社会福祉施設などの連携を強化しながら、病院内では病床利用率の改善や今回の予算に上

っておりますがんの早期発見、治療に役立つ電子内視鏡医療システムなど、このような機器を備

えた治療、給食を民間委託することによる、この民間委託につきましては先ほどの細田議員がる
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る熱く語られましたので省きます。この民間委託することにより栄養管理業務、栄養指導に力点

を置くと、このような説明を受けました。

この栄養管理業務、栄養指導は一般にはなじみが薄いと思います。仄聞ですが、体力のない病

人は褥瘡が出ます。褥瘡いうのは床ずれのことでございますが、これができるのは低栄養、低た

んぱくからで、この低栄養、低たんぱくの改善ということはすべての病気に有効であるというこ

とから、栄養サポートチーム（ＮＳＴ）、ニュートリションサポートチームとして、これは全国

の医療施設がＮＳＴを積極的に設立するきっかけになったと聞いております。このＮＳＴという

ことは以前から耳にしておりました。しかし、余り一般的でないように、専門的だというような

ことでしたので、でもこれがちゃんと表に出てくる、このような時代になったのかと思います。

この適切な栄養管理を行わなければ、幾らきちんとした治療がなされても回復がおくれてしまい

ます。このように、西伯病院では医師を初め、スタッフの皆さんが一丸となって、このような地

域医療を守るという熱意が感じられる予算編成だと思います。以上のようなことから賛成の討論

とさせていただきます。

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。

１１番、井田章雄君。

○議員（11番 井田 章雄君） 井田でございます。私は、議案第３２号、平成２３年度南部町病

院会計予算に賛成の討論をいたします。

私は、変わった立場で初めてこの病院の所管の委員会に入りましたので、私の希望を述べさせ

ていただきます。平成２３年度の当初予算は、事業収益２２億６，５１６万１，０００円に対し

て、事業費用２２億６，５１６万１，０００円で、収支がプラス⋞マイナス⋞ゼロの予算であり

ますが、まず、１点目であります。事業収益であり入院収益の増の要因として、一般病棟の施設

基準の変更及び精神科病棟の施設基準の変更によって単価アップ、ベッドコントロールによる病

床利用率の改善、精神科病棟作業療法の充実を図り、増収に努めるということ。

２点目、外来収益では、通所リハビリ、重度認知症デイケア、精神科デイケアの利用者増及び

ＣＴ検査件数の増を見込んでいるということ。また、外来単価の増も見込んでいるということ。

次に、事業費用の方でございますが、２３年度から給食業務委託を始めることによって、栄養

管理が一層充実し、医療の質を上げるということ。また、院内保育の業務委託により看護師の安

心⋞安定雇用の確保ができるということなど、改革プラン策定に沿った経営の健全化を、着実に
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実行しておられるということ。また、病院事業会計の大事な現金の流れでありますが、キャッシ

ュフロア計算書を定期的に提出していただけるということ。これをもって賛成するものでありま

すが、大変厳しい病院経営となると思いますが、地域医療の拠点として一層の努力をお願いしま

して賛成討論といたします。頑張ってください。

○議長（足立 喜義君） これをもって討論を終結いたします。

これより、議案第３２号、平成２３年度南部町病院事業会計予算を採決いたします。

委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

⋞ ⋞

日程第３０ 議案第３３号

○議長（足立 喜義君） 日程第３０、議案第３３号、平成２３年度南部町在宅生活支援事業会計

予算を議題といたします。

本件について民生教育常任委員長の報告を求めます。

民生教育常任委員長、景山浩君。

○民生教育常任委員長（景山 浩君） 民生教育常任委員長です。議案第３３号、平成２３年度南

部町在宅生活支援事業会計予算でございますが、本予算は西伯病院が精神科系を主とした居宅介

護サービス並びに訪問看護事業を行う事業会計の予算であります。平成２３年度は、居宅介護の

実施回数を主にふやすことで増収を図りたい旨の説明を受けております。

全員で可決すべきと決しました。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第３３号、平成２３年度南部町在宅生活支援事業会計予算を採決いたします。

本案は、委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり可決され
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ました。（発言する者あり）

ここで休憩をいたします。再開は４時３０分であります。

午後４時１５分休憩

午後４時３０分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

本日の会議は、議事の都合上、あらかじめ時間を延長して行います。

⋞ ⋞

日程第３１ 陳情第５号

○議長（足立 喜義君） 日程第３１、陳情第５号、「交通基本法」制定に関する陳情書を議題と

いたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 陳情第５号、「交通基本法」制定に関する陳情書であり

ます。

これは２２年１１月１９日に受理された案件であります。提出者は、西日本旅客鉄道労働組合

米子地方本部、代表執行委員長、佐貫馨さんから出された陳情書であります。

交通基本法が欠落しているために財政状況の悪化、中山間地域を中心に過疎化の進行に伴い、

交通不便者が拡大している。これに対応できにくいという内容で、早期に陳情を採択し、関係機

関に提出してほしいということでありますが、委員会で慎重審査の結果、全員一致で意見書を提

出することになりました。

意見書につきましては、副委員長をもって朗読していただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 意見書は後ですので。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） まずそこまでですね。

○議長（足立 喜義君） 採択ですね。（「採択」と呼ぶ者あり）

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 採択です。申しわけありません。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、陳情第５号、「交通基本法」制定に関する陳情書を採決いたします。

委員長報告は採択でありましたが、本案を採択することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり採択する

ことに決しました。

⋞ ⋞

日程第３２ 陳情第６号

○議長（足立 喜義君） 日程第３２、陳情第６号、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）の参

加に反対する陳情書を議題といたします。

本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 陳情第６号、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）の

参加に反対する陳情書であります。

これは２２年１１月２２日に受け付けたものであります。陳情団体、農民運動鳥取県連合会、

代表、東田久さんより出された陳情書でありますが、委員会で審査の結果、全員一致で採択と決

しました。ただ、この意見書につきましては、当議会では１２月に同じ内容でＴＰＰ参加に慎重

を期したいという意見書を提出しておりますので、意見書は提出しないということに決しており

ます。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。質疑がないので、質疑を終結して、これから討論

を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、陳情第６号、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）の参加に反対する陳情書を採

決いたします。

委員長報告は、採択でありました。本案を採択とすることに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり採択する

ことに決しました。

⋞ ⋞

日程第３３ 請願第１号

○議長（足立 喜義君） 日程第３３、請願第１号、南部町議会の住民に対する説明会の開催を求

める請願を議題といたします。

本件について議会改革調査特別委員長の報告を求めます。

議会改革調査特別委員長、青砥日出夫君。

○議会改革調査特別委員長（青砥日出夫君） 請願第１号、南部町議会の住民に対する説明会の開

催を求める請願ということで、請願者、恩澤幸雄様。紹介議員、赤井廣昇議員ということで請願

を受け付けられておりまして審議をいたしました。

請願第１号につきましては、全員一致で採択すべきと決しましたので報告します。以上です。

○議長（足立 喜義君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。質疑がないので、質疑を終結して、これから討論

を行います。

委員長報告に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、請願第１号、南部町議会の住民に対する説明会の開催を求める請願を採決いたしま

す。

委員長報告は、採択でありました。本案を採択することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり採択する

ことに決しました。

⋞ ⋞

日程第３４ 陳情第２号

○議長（足立 喜義君） 日程第３４、陳情第２号、「所得税法第５６条の廃止」を求める意見書

提出を求める陳情書を議題といたします。
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本件について総務経済常任委員長の報告を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君） 陳情第２号、「所得税法第５６条の廃止」を求める意見

書提出を求める陳情書であります。

これは２３年２月１５日に受け付けたものであります。陳情人は、米子民主商工会婦人部部長、

西田美津子さんでありました。この審査の当日、御本人が委員会に来られて傍聴をされました。

内容につきましては、中小企業を支えている家族従業者の働き分、自家労賃といいますが、働

き分は税法上、所得税法第５６条、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必

要経費に算入しないことにより、必要経費と認められていません。青色申告をすれば給料を経費

にできますが、同じ労働に対して申告の仕方で労働を認めない制度に、国連女性差別撤廃委員会

からも異議が出されています。これらの理由により、所得税法第５６条を廃止してほしいという

内容であります。

この件につきまして、委員会でいろんな意見がありましたが、もう少し考慮する必要があると

いうことで、全員一致で継続審査といたしました。以上であります。

○議長（足立 喜義君） お諮りいたします。ただいま当委員長から、会議規則第４６条第２項の

規定により、閉会中の継続審査とされたい旨の要求がありました。この委員長の要求どおり閉会

中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議なしと認めます。よって、陳情第２号は、委員長の要求どおり閉会

中の継続審査とすることに決しました。

⋞ ⋞

日程第３５ 議案第３４号

○議長（足立 喜義君） 日程第３５、議案第３４号、南部町職員の給与に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 総務課長でございます。議案第３４号、南部町職員の給与に関する

条例の一部改正について。

次のとおり南部町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６

条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
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提案理由でございますけども、これは平成２３年４月１日から福祉事務所が設置されることに

伴い、新たに福祉事務所長の職が設けられることに伴い、給与条例に規定されている行政職給料

表級別職務分類表の５級及び６級の職務に新たに福祉事務所長の職務を加えるため、条例を改正

するものでございます。

条例の施行日は、２３年４月１日からとしております。

新旧対照表の方で説明をさせていただきます。新旧つけております、先ほど言いました部分に

アンダーラインを引いておりますけども、旧の部分でいきますと、１、会計管理者の職務。２、

課長、専門員等々やっておりますが、その間に福祉事務所長の職務ということで、２として入れ

ております。以下、番号がずれておりますが、福祉事務所長の職務を加えているものでございま

す。審議のほど、よろしくお願いをいたします。

○議長（足立 喜義君） 説明が終わりました。提案に対して質疑はありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 南部町に福祉事務所を設置するという関係でこの職が新たにでき

るわけですが、高度な専門性が求められる職だと思いますけれども、この福祉事務所長の資格要

件というようなものがありましたら御説明をお願いしたい。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） 資格要件というものはございません。今、本町が考えておりますの

は課長級の職員を所長にということを考えておるものでございます。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 私、福祉事務所長というのは、専門職でなければ務まらない職で

はないかというふうに考えるんですけども、なぜ専門職の資格みたいな要件がなくてもいいとい

う、何か根拠がありますか。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、森岡重信君。

○総務課長（森岡 重信君） なぜそういうものがないかということですけども、そういう定めが

ございませんので通常の課長級の職員で対応するということにしております。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（足立 喜義君） これで討論は終わります。

これより、議案第３４号、南部町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたしま

す。

議案第３４号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

（「議長、ちょっとだけ休憩して」と呼ぶ者あり）

休憩します。

午後４時４４分休憩

午後４時４４分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

⋞ ⋞

日程第３６ 発議案第１号

○議長（足立 喜義君） 日程第３６、発議案第１号、移動権の保障等を定めた交通に係る基本法

の早期制定を求める意見書を議題といたします。

提案者であります。総務経済常任委員長、秦伊知郎君から趣旨説明を求めます。

総務経済常任委員長、秦伊知郎君。

○総務経済常任委員長（秦 伊知郎君）

発議案第１号

移動権の保障等を定めた交通に係る基本法の早期制定を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第３項の規定により提出する。

平成２３年３月２４日 提出

提出者 南部町議会総務経済常任委員長 秦 伊知郎

南部町議会議長 足 立 喜 義 様

別紙につきましては副委員長をもって朗読させますので、よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） １番、板井隆君。

○総務経済常任副委員長（板井 隆君） １番、板井です。先ほど委員長の方からありました発議
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案第１号の意見書の案について朗読をいたします。

移動権の保障等を定めた交通に係る基本法の早期制定を求める意見書（案）。

交通は人や物の移動に必要不可欠なもので、あらゆる活動の基礎となっており、高齢者や学生

等の、いわゆる交通弱者の生活を支える重要な社会基盤として地域公共交通は必要不可欠である。

移動に際しての地域公共交通の重要性が高まっている。

我が南部町においても中山間地が多いという地理的条件に加え、人口の減少や少子高齢化によ

り、地域公共交通の機能を維持することが極めて厳しい状況にあるのが実情である。さらに、公

共交通のない地域も存在しており、この交通不便対策においてさまざまな対策を検討している。

活力ある地域社会の実現と、多くの国民の社会参加の促進を図るためには、国民が健康で文化

的な最低限度の生活を営むために必要な移動に係る権利を保障することが必要であり、この権利

の保障にあわせ、地域公共交通機能の維持及び充実と、交通不便地域の解消に係る国の支援措置

などを定めた法整備が必要である。

よって、国において地域公共交通の維持、活性化のため十分な予算を確保するとともに、全国

どこでもだれもが移動手段の確保が可能となる社会の実現に向け、交通基本法を早期に制定する

よう強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

内閣総理大臣、国土交通大臣、国家戦略担当大臣、衆議院議長、参議院議長様。

南部町議会。以上です。

○議長（足立 喜義君） ただいまの趣旨説明に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 質疑なしと認めます。

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これで討論を終結いたします。

これより、発議案第１号、移動権の保障等を定めた交通に係る基本法の早期制定を求める意見

書を採決いたします。

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに
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決しました。

⋞ ⋞

日程第３７ 発議案第２号

○議長（足立 喜義君） 日程第３７、発議案第２号、人権⋞同和対策特別委員会の設置について

を議題といたします。

提案者である石上良夫君から趣旨説明を求めます。

１０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） １０番、石上です。

発議案第２号

人権⋞同和対策特別委員会の設置について

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出する。

平成２３年３月２４日 提出

提出者 南部町議会議員 石 上 良 夫

賛成者 同 井 田 章 雄

同 杉 谷 早 苗

同 景 山 浩

同 仲 田 司 朗

南部町議会議長 足 立 喜 義 様

別紙を読み上げます。

人権⋞同和対策特別委員会の設置について。

本特別委員会は、南部町における部落差別を初め、あらゆる差別をなくす条例に基づき人権を

尊重し、差別のない明るい住みよい南部町の実現を求め、地方自治法第１１０条、委員会条例第

６条の規定により、人権⋞同和対策特別委員会を設置し、付託の上、次の調査を行う。１、調査

事項、１、あらゆる差別をなくすための調査、研究。２、人権啓発活動への積極的な参画。３、

町民及び諸団体、機関との連携。２、委員の定数、１４名。

なお、平成１６年１２月２４日に人権尊重の町宣言が南部町議会で発議されております。その

内容は、人権は人類が生きてきた歴史の中で築かれてきた最も大きな財産であり、すべての人が

人間らしく生きていくために必要不可欠なものであります。１９４８年に採択された世界人権宣
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言は、すべての人が生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であることを

理念とし、日本国憲法第１１条で侵すことのできない永久の権利としてすべての国民に保障して

います。しかしながら、今なお同和問題等々、さまざまな差別事象が後を絶たず、偏見により人

としての尊厳が侵されています。このため同和問題、障がい者、高齢者、女性、子供、外国人等

へのあらゆる人権侵害が一刻も早く解消されるよう、町民と行政が一体となってそれぞれの役割

を果たしていくことが必要であります。そして、お互いの人権を尊重される差別と偏見のない、

お互いを認め合い一人一人を大切にしていくようなまちづくりに資するため、南部町を人権尊重

の町とすることを宣言します。平成１６年１２月２４日、鳥取県西伯郡南部町議会。

どうか、人権の町宣言を尊重して、本発議案に御理解、御賛同をいただきますようお願いし、

報告を終わります。

○議長（足立 喜義君） ただいまの趣旨説明に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） この発議案ですけれども提案で、人権⋞同和対策特別委員会の設

置という表題になっておりますが、まずここの部分で、この特別委員会というものが設置される

要件というのが議員必携に載っておりまして、特別委員会は特定の事件について、議会の議決に

よって付託された特定の事件について審査ができるということになっております。今回提案され

ている調査事項ですけれども、あらゆる差別をなくすための調査、研究というのは、これは特別

な事件には当たりません。

そして、２番目に、人権啓発への積極的な参画としてありますけれども、これは南部町におけ

る部落差別をはじめあらゆる差別をなくす条例の第４条で住民の自主性を尊重し、自立向上意識

の増進に配慮するものとするというこの条例から見て、それを実現すれば済む内容でして、特別

委員会を設置する特別な意義を認められないというふうに私は思うんですけども、その点どのよ

うにお考えかということ。

それから、３番目の町民及び諸団体、機関との連携とありますけれども、これ先ほどの議会基

本条例第８条で議会の説明責任とかそういうところを積極的に、議会が住民との中に積極的に出

ていけば、これは議会の自主的な活動で十分発揮できる内容であって、特別委員会をつくる意味

を私は見出すことはできないわけです。

もう一つ、もともとの問題に戻って、この南部町における部落差別を初め、あらゆる差別とい

う規定に仕方についてですけれども、同和問題をあらゆる差別の一番、前提問題というような規

定にしているっていうところが、やっぱり問題があるのではないかと。私は、人権問題というの

－９２－



はすべて人権問題であって、女性差別が部落差別よりもひどいだとか、そういうことははかれな

い、はかれない問題だと思います。すべて基本的人権にかかわる基本問題だというふうに私は考

えます。

そういう立場で、先ほど私が言いました特別委員会設置に対する疑問について答弁をお願いい

たします。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 確かに議員必携では、特定の事件ということがうたってあります。

なお、この特別委員会に関しましては、地方自治法の第１１０条にも規定があります。地方自

治法の１条と２条は、今の議員必携と同じ内容であります。その他、地方自治法の１０９条の第

４、第５を準用すると自治法にうたってあります。その中で、準用ですので常任委員会というこ

とを特別委員会と認識してもらってもいいと思います。常任委員会は予算その他重要な議案、陳

情等について公聴会を開き、真に利害関係を有するもの、また学識経験を有するもの等から意見

を聞くことができる。また、これは全国町村議会議長会の事務局の中田さんの市町村議会の運営

のマニュアルでございますが、その中で特別委員会の権限として当該事件が政治的に特に重要な

事件で、住民の関心が強く、特定の常任委員会の所管事項から切り離して審査する必要性がある

こと。４つ目に、特定の常任委員会の所管に属しているが、当該事件は行政全般にわたる総合的

な施策に密接不可分の関係にあること。私どもは、この特別委員会は、私が一般会計の賛成討論

で申し上げましたように、皆さん方は２月の５日の報告会を、多分内容わからないと思います。

賛成討論で申し上げましたが、その研修会の……（サイレン吹鳴）研修会の内容については本議

場では、余りにもひどい言葉で本議会では差し控えたいと思いますが、特に中部で発生しました

障がい者施設に対しまして、障がい者施設はこの地に置くな、同和地区かもっと奥部に持ってい

けと、施設を移転せと、そういうような事例もあります。

ぜひとも多くの事例がありますので、特別委員会の中で私が事例を報告してもよろしいと思い

ます。皆さんと一緒になって調査、研究して、しっかりと事象を確認する。そして、事象の未然

防止にはどのようなことが必要か、もしも発生したらその原因は何だったか分析する。私は、人

権宣言の町を宣言した議会にとって当然の責務であろうし、必ずすべき重要な課題だと思います。

これは全町民の大きな課題でもあります。

また、先ほど植田議員が言われました町民及び諸団体との機関との連携で意見交換、これは大

いに議会の基本条例の中でもできますし、この会でも、特別委員会の中でもできると。それは、

御自由に活用されたらいいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
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なお、補足ですが、私どもの地域に障がい者団体の入居について問い合わせがありました。中

古住宅を福祉団体が購入して、内部を改造して障がい者の方が住むアパート式な住居にしたいと

いうことで地区に相談がありまして、それは必要なことでありますので私どもぜひ協力したい。

ぜひとも一緒になって、障がいに苦しむ方、または私どもいろんな悩みがあります。ともに相談

しながら同じ地域で生活しましょうということで、これからの時代、高齢者の方もどんどんふえ

ます。また、障がいを持っておられる方もたくさんおられます。ぜひとも御賛同いただいて、本

気になって困っている人、障がいのある人、議会が先頭に立ってまちづくりに進めていきたいと

思いますので、よろしく御賛同お願いしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） ４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 心情的にはよくわかるんですけれども、私は議会というのはきち

んと特別委員会の設置の目的を明確にしないと、何でもかんでも特別委員会をつくればいいとい

うものではないと思うんです。先ほども言いましたように、あらゆる差別をなくすための調査、

研究というのは膨大な範囲、膨大な範囲。もう森羅万象を埋め尽くすような範疇ですよね。こう

いうものをやはり特別委員会で扱うということになれば、もうそれだけで忙殺されてしまうよう

な中身です。特別委員会の設置は特定の事件に限るということからして、その範疇が問題だとい

うことで私は思いますし、それから、特定のいろんな事象が起きたということをおっしゃるんで

すけれども、私は、そういうことはあるでしょう。あったからそういう報告もあったんだと思い

ます。今の到達点というのは、先ほどの一般会計のところの討論でも言いましたけれども、そう

いう差別的な意識を持っている人たちが社会的に容認されない。そういうことを言う人の方がお

かしいという認識に今到達している。この同和対策事業というのがもう最終段階に来ていること

が……。

○議長（足立 喜義君） 植田議員、あなたの意見じゃなしに……。

○議員（４番 植田 均君） 私の認識なんです。

○議長（足立 喜義君） 今、言われたことに質疑をしてください。

○議員（４番 植田 均君） 私たちと一緒に部落問題を考えている全国組織もありまして、そ

ういう流れの運動もあるんです。

私は、これを個別の事象をとらえて特別委員会を設置してするような問題ではなくて、人権会

議もあればそこの中でもやれるでしょうし、それに、議会にいろんなことで積極的な参画などと

いうようなことを規制をかけてくるようなやり方は、町の条例から見てもふさわしくないという

ふうに思いますが、その点の見解をよろしくお願いいたします。

－９４－



○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 石上です。先ほども申し上げました。地方自治法の中で当該事件

は行政全般にわたり総合的な施策、行政全般の総合的な施策だと私は信じております。そして、

植田議員もいろいろ申されまして質疑か意見か分かりませんでしたけど、私どもは部落差別に対

しては、ある程度忍耐力は私は持っております。皆さん、ある程度の年代の方はしっかりと自分

で我慢し、抑えることもできます。しかし、中部で起きました障がい者の方の差別、施設を立ち

退けというようなことは絶対許されません。本町にも障がい者の施設はいっぱいあります。発生

してから対応するんじゃ遅いんです。そういうことが起きないように議会が先頭に立って差別を

起こさないまちづくり、体制づくりを私は進めるべきだと思います。どうぞ御理解賜り、御賛同

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 何点かちょっとお聞きします。まず、特別委員会設置のことなん

ですけども、前段書いてありまして、その中で特別委員会の設置を必要とする場合として上がっ

ております。複雑で重要な事件で特別の構成による委員会で審査をする必要がある場合、括弧し

て懲罰だとか、あるいは資格審査等、このように書いてあるんですよ。この委員会を設置しなけ

れば、ここに審査ができないのかということ。私は、ここで必ず特別委員会を設置しなくても通

常の議会で審査ができるというぐあいに思いますが、どうなんでしょうか。

それと、２月５日の研修会に出席がなかったということなんですが、ここでこの特別委員会を

設置してみんなでこぞって行きましょうというような、そういうことをやろうとされているのか。

私は、研修会とか、あるいは普通の集会に参加するというのは、それは本人の自覚というか、本

人の意思のもとであって、こういうことをやられればかえって、それこそ人権侵害に当たるとい

うぐあいに私は思うんですが、その点についてどうなんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） まず、後段の質疑にお答えしたいと思います。私は、強制はいた

しません。皆さん、時間的な余裕、またそういうことを研究したかったら行っていただきたいと

思います。心の中ではぜひとも参加していただきたい。しかし、皆さん日程いろいろ、行事もあ

ります。そういうことは無理して私も強制したこともございません。それは御自由に、またほか

の書物等で勉強されてもいいし、それはおのおのの自由だと思います。

また、特別委員会の権限でいろいろ申されました。今、議会の開会中で特別委員会を議決によ
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って設置することができるという条例のもとで、私も提案をしております。先ほども申し上げま

した。よく聞いてください。特定の常任委員会の所管に属しているが、当該事件は行政全般にわ

たる総合的な施策、予算もあります。人権対策費、人権会議の予算、予算もついております。な

ぜ、このようなことが、さっき植田議員の方も何か人権会議もあると言われましたけど、はっき

り申し上げまして人権会議に一度でも出席して、同和問題のみならず、子供の人権、障がい者の

方の人権、女性の人権、病気の人の人権、いろいろメーンにテーマを変えて行っております。も

っと人権に対して責任を持ってこたえていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） １３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 再度、質問いたします。私は、聞くんですけども、障がい者の施

設で中部だったですか、そこで非常に冒涜した意見も出て差別に値するということです。確かに

その中で先ほど言われた言葉の中で、これは差別に値する部分があるんじゃないかなというぐあ

いに思うんですけども、しかし、施設建設については、それは行政側が十分に住民に説明をした

上で、その上で設置ということができるんであって、私はこのいきさつはよくわからないんです

が、ややもすると猛烈な反対があるというのは、説明不足とかそういうことであるという場合が

非常に多いんですよ。だから、私は、このことについてどういうぐあいにされてなったのかそう

いうことは知りませんが、一つはじゃあ、議会で特別委員会を設置したから議員が研修とかそう

いうことを研さんして、それで事足りるというもんではないでしょう。住民が広くこのことを理

解するということについては、これは決して強制すべきものでもないし、人権、それこそこのこ

との事件に対して、それについて何というんですか、追及するというようなことは、そこはむし

ろ人権を侵害することだと思うんです。

それと、今の皆さんの常識の中では、こういうことは植田議員も言ったんですが、今の状況で

はこれについては、これは差別に当たるぞと、人権に侵害するぞということは一定の水準は皆さ

んお持ちであります。だから、あえてここで特別な事件として特別委員会の設置ということをど

うして必要とされるのかについて再度お聞きします。

○議長（足立 喜義君） １０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 私も平成２０年の秋から議長を、大役を仰せつかりました。その

任期中に議会の発言で大変な発言がありました。議長として私も御注意を申し上げ、撤回したら

どうかということを申し上げました。撤回しないということでしたのでこういうことになったん

ですが、経過を申し上げます。平成２１年の９月の議会の最終日でした。反対討論においてその

発言の中で、住民の方から議会に対して申し入れをいただきました。非常に厳しい議会の認識を
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問われる申し入れであり、その後数回全協を行いましたが、結論がなかなか出ず、申し入れ者に

対して、一致できないから、時間的な御猶予をいただいてもう少し待ってくださいという途中の

回答をいたしました。そして、２３年の２月１日に結論が出ました。結果として、両論併記とい

う結論でございました。

本町は先ほども申し上げましたが、条例もあります。また、人権会議の規約も議長は副会長、

そして、全議員が各部会に参加する。そして、人権のない明るいまちづくりに努めるという規則

があります。確かに皆さんに毎回毎回出席してくださいということは、行政の方からもお願いあ

りますが、皆さんそれぞれ多忙な方ですので、それはやむを得ません。（「私の質疑に対して答

弁してください」と呼ぶ者あり）いや、経過説明せんとわかりませんので。（「そんなことはわ

かっている」と呼ぶ者あり）認識の違いもあると思いますが、ぜひとも本発議案、御同意いただ

いて、差別のない、皆さん、特に障がい者の方が安心して暮らせるまちづくりを目指していきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。（「私が聞きたいのは障がい者施設⋞説

明責任がどうなっているのか」と呼ぶ者あり）

○議長（足立 喜義君） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（足立 喜義君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。（「議長、

ちょっと待った。ちょっと聞いて」と呼ぶ者あり）

休憩します。

午後５時１７分休憩

午後５時１７分再開

○議長（足立 喜義君） 再開いたします。（発言する者あり）

質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

まず、原案に反対者の発言を許します。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 発議案ですけども、第２号ですね、特別委員会の設置、先ほど石

上議員が経過の中でおっしゃいましたけども、議会の中での発言が発端だということで、私たち

は亀尾議員の発言が差別を助長するような発言であるというような認識を絶対持っていません。

それは誤解から生じたもんだと繰り返し言っておりまして、我々は部落解放運動を部落解放同盟
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と一緒に初期の段階ではやってきた仲間だったんですよ。そういう……（「解放同盟のことは関

係ない」と呼ぶ者あり）いや、解放運動をずっとやってきたんですよ。そういう私たちはその流

れを受け継いでるんです。そういう流れを受け継ぐ私たちが、その部落問題で差別的な発言をす

るなどというようなことは、それは誤解でしかないんです。その辺はもし誤解があったら、それ

は誤解だということなんですよ。そのことをよく理解していただきたい。私たちは、本当に２１

世紀にこの部落問題を残さないように、前の世紀で決着つけようという形でいろんな全国的な取

り組みをしてきた、運動もして、この辺ではちょっと十分なこと……（「議会のことを言ってく

ださい」と呼ぶ者あり）いや、私たちはそういう流れを受け継いでやってきてるんです。ですか

ら、本当にいろんなお互いに交流する中で理解は深まると思うんですよ。何かこのちゃんと……

（発言する者あり）きちんとした一般施策に移行する中で交流を深めて、それでこの問題を解決

していくことが本来の道だというふうに私は思っております。特別委員会の設置はかえってこの

問題を複雑にするだけだというふうに思います。（発言する者あり）反対です。

○議長（足立 喜義君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） この特別委員会設置について賛成いたします。住民もですけども、

まず議員が人権についてやっぱり勉強せないけんと思います。この人権、あらゆる差別をなくす

ってことですが、もちろん筆頭は同和問題かもしれませんけども、常に言ってるのはこれは障が

い者も含まれてると、高齢者も含まれてる、すべての面で言葉の端々に出る可能性もあります。

内心の問題もあります。そういうものも含めて、やっぱり私たちが中心になって、まず議会で勉

強してどこが悪いだろうか。いいことは勉強した方が僕はいいと思う。そこで、あれと思ったこ

とは勉強し、そのような特別委員会であると思いますので、賛成いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、原案に反対者の発言を許します。

１３番、亀尾共三君。

○議員（13番 亀尾 共三君） 亀尾です。私は、この発議について反対するものであります。

先ほど石上議員から一昨年ですか、２１年の９月２１日と言われた、もし日にちが違ってたら

ですが、決算の９月議会で私が討論したこと、この発言の中について差別だということで同和事

業推進協議会の会長から私に発言の撤回と謝罪を求めるということがあったんです。私は、一体

どこが差別なのかということ。そのことは、取り上げられたのは、差別事象が起こったらそれに

対応したらいいじゃないかということ、これが差別発言だと言われるんです。その後で、その組

織の方だと思いますけども、はがきも来ました。そして、何回か全協の中で私に対する質疑もあ
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ったり、またテレビ中継もされましたね。しかし、その中で実はこういう状況があったんだとい

うことに話しますと、ほとんどの人がそれは差別に当たらないよということを言われるのが大多

数です。私は、体に障害の持っておられる方に対して、例えば目の不自由な人を指差して、ここ

で言うとまた誤解がありますから、そのことをずばり言ったとかそういうことであればそれは差

別ですよ。しかし、一般討論の中で、それを起こったらそれに対処すればいいということになっ

たら、曲げて、交通事故が起こるのを交通安全委員が運動したらそういうことはいけないのか。

そういう曲げたやなことを言ってやってくるというのは本当に常識外れも甚だしいと私は思うし、

私に対するそのいろんなはがきとかそういうこと自身が人権侵害だとあえて言わせてもらう。そ

して、ここで、先ほどから質疑も言ったんですけども、この特別委員会を設置して、例えて言う

と、これから研修がありますから特別委員会で、この人権同和対策特別委員会が設置したんだか

ら行きなさいということを恐らくそれが強く申し出があると思うんです。

それで、先ほど賛成討論の中でもあったけども、勉強をすることに何で反対されるのかと。私

は、勉強をすることは、それは必要だと思いますよ、人権に。しかし、あえて特別委員会をやっ

て、その中で勉強をやるということは非常に特別委員会の目的から外れている、そのことを指摘

して私は反対するものであります。

○議長（足立 喜義君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

５番、景山浩君。

○議員（５番 景山 浩君） 私は、賛成の立場から発言をさせていただきます。

このたび起こりました東北⋞関東大震災において大変厳しい被災をされた皆さんの高いモラル

に基づいた行動というものが世界各国から非常に賞賛の言葉をたくさん寄せられる、そういった

モラル意識の非常に高い日本の社会にあっても、やはり差別の事象というのは相当多くの事例が

報告をされているという現実がございます。部落差別というものが、皆さんも私が改めて言うの

もなにかもしれませんけれども、もともと人間の持つ心理的な弱さ、これを巧妙に突いた人為的

につくられた社会の支配システムであったということからもわかるように、やはり人間の心の中

には多少なりとも楽な方に流されたい、差別をする方に流されたいという、そういった部分もあ

るのかもしれません。そうであるならば、この委員会をつくってすぐに問題が解決するとかとい

うようなことでは当然ないわけですけれども、県内でもそういった事例が報告をされている以上、

私たちも町の境をまたいで外に出たり、反対に入ってきたりすることがないわけではない。広域

に動きながら生活をしている人間として人のことだと。自分の町ではそういうものはもう既に起

こらない状態になっているなんていうようなことは言うべきではありませんし、その心の中に少
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しでもそういったものを容認する部分が潜在的にあるとするならば、一緒に学びながらそれをで

きるだけ抑えていくということをやっていくべきであるというふうに感じます。そういったこと

から、この特別委員会を設置することには賛成であるということで私の意見といたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、原案に反対者の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私は、この発議案に反対する立場から申し上げます。

まず、議員必携で先ほど来、植田議員も申しておりましたけども、この特別委員会の設置につ

いては、付託された特定の事件について審査ができるというぐあいになっております。

それと、やはり今のこの問題で提起されておりますのは、基本条例とかいろいろの中で十分勉

強することができると思います。やはりこういう問題ですね、議員一人一人が自主的に勉強して

いくのが自由にされるということでありますので、こういうのを特別につくる必要はないという

ことであります。そういうことをもちまして反対いたします。

○議長（足立 喜義君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

２番、仲田司朗君。

○議員（２番 仲田 司朗君） 私は、この特別委員会の設置について賛成の立場で討論をさせて

いただきます。

まず、この南部町におけるあらゆる差別をなくす条例というのがございます。そして、平成１

６年の１０月に南部町議会で人権の町宣言が出され、そして、現在まで行ってるわけでございま

すけれども、議員として、今、県内の方でもいろんな差別事象が出てきているというような状況

の中で、地域の皆さん方から選ばれた議員として、やっぱりあらゆる差別をなくす運動を展開し

ていくためにもこういう特別委員会を設置して、お互いに差別のない明るい町をつくるにはどう

したらいいかということをもう少し特別にするべきじゃないかと思い、賛成するものでございま

す。

○議長（足立 喜義君） 次に、原案に反対者の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） これをもって討論を終結いたします。

これより、発議案第２号、人権⋞同和対策特別委員会の設置についてを採決いたします。

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しまし
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た。

お諮りいたします。ただいま設置されました人権⋞同和対策特別委員会の委員の選任につきま

しては、委員会条例第７条第１項の規定により、議長において指名をいたします。（「議長」と

呼ぶ者あり）

委員は、全議員１４名を指名したいと思います。（「議長、動議」「動議、賛成」と呼ぶ者あ

り）

休憩します。

午後５時３１分休憩

午後５時３３分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

指名をいたします。委員は全議員１４名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議がございますので、起立により採決します。

委員を全議員の１４名とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 賛成多数と認めます。よって、全議員の１４名を特別委員会委員に選任

することに決定いたしました。（「議長」と呼ぶ者あり）

休憩します。

午後５時３３分休憩

午後５時３５分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。（「議長、ちょっとその辺で確認しておきたいです。特別

委員会に対して」と呼ぶ者あり）

ちょっと待ってください、再開してますので。よって、全議員の１４名を特別委員会委員に選

任することに決定しました。

それでは、ただいま選任されました特別委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩をいたしま

す。

午後５時３５分休憩
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午後５時５１分再開

○議長（足立 喜義君） 再開いたします。

ただいま人権⋞同和対策特別委員会から互選の結果について報告がありましたので、これを発

表いたします。（「議長、動議」と呼ぶ者あり）

休憩いたします。

午後５時５２分休憩

午後５時５９分再開

○議長（足立 喜義君） 再開いたします。

ただいま人権⋞同和対策特別委員会から互選の結果について報告がありましたので、これを発

表いたします。人権⋞同和対策特別委員長、井田章雄君と、副委員長、細田元教君。以上、結果

報告を終わります。（「議長、動議」と呼ぶ者あり）

休憩します。

午後６時００分休憩

午後６時００分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

議長不信任案の動議が成立をいたしましたので、ここで休憩をいたします。

午後６時００分休憩

午後６時２３分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

議長不信任の動議が提出されました。賛成者、亀尾共三議員、同、雑賀敏之議員であります。

動議が成立しましたので、除斥のため暫時休憩いたします。

〔１４番 足立喜義君 退場〕

午後６時２５分休憩

午後６時３０分再開

○副議長（井田 章雄君） 再開します。

⋞ ⋞
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追加日程第３８ 議長不信任案の動議

○副議長（井田 章雄君） 議長と交代いたしました副議長の井田であります。先ほど動議の提出

がありました。議長不信任による動議を議案として日程に追加することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（井田 章雄君） 御異議なしと認めます。

お諮りいたします。追加日程第３８として、今提出されました議長不信任による動議を議題と

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（井田 章雄君） 御異議なしと認めます。

なお、議事日程の日程番号は順次繰り下げることとします。

提案者である植田均君から提案の説明を求めます。

４番、植田均君。

○議員（４番 植田 均君） 不信任動議を提出いたしました植田でございます。

不信任に至りました理由は、発議案第２号を可否を問う前に、私はこの委員会に所属をしたく

ないという意思表示をするために動議の申し出をいたしました。その際、議長はこの可否をとっ

た後にその構成については議題とするというふうに説明をされました。しかし、その可否を決定

した後に一事不再議という理由をもって私の動議を事実上認めなかった。この議事運営には、公

平公正な議長の議事運営から逸脱するものだと私は考えます。あのときの動議は当然認められる

べきであり、不信任とした理由とするものであります。以上です。

○副議長（井田 章雄君） 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（井田 章雄君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。（発言する者あり）

まず、原案に反対者の発言を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） この議長不信任案の動議について反対いたします。

今、ずっと流れを見ましても、会議規則にのっとり、また議員必携にものっとり、順次してお

られたことは一つも間違ってないと確信しておりますので、これに対しては反対いたします。

○副議長（井田 章雄君） 次に、原案に賛成の発言を許します。

３番、雑賀敏之君。
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○議員（３番 雑賀 敏之君） ３番、雑賀です。私は、この不信任案について賛成する立場で討

論いたします。

先ほど植田議員が申しましたように、採決の前に動議を出しましたが、議長はそれを取り上げ

ず議会を続行したということで賛成するものでございます。

○副議長（井田 章雄君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（井田 章雄君） これをもって討論を終結いたします。

これより、追加日程第３８、議長不信任による動議を採決いたします。

日程追加いたしました動議に賛成する諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○副議長（井田 章雄君） 起立少数です。よって、本動議は、否決されました。

議長交代のため、暫時休憩をいたします。

〔１４番 足立喜義君 入場〕

午後６時３１分休憩

午後６時３１分再開

○議長（足立 喜義君） 再開いたします。

⋞ ⋞

日程第３９ 議長発議第３号

○議長（足立 喜義君） 日程第３９、議長発議第３号、閉会中の継続審査の申し出についてを議

題といたします。

お諮りします。議会運営委員長、石上良夫君から、閉会中も本会議の日程等、議会運営に関す

る事項について十分審査を行う必要があると、会議規則第７５条の規定に基づき継続審査の申し

出がありました。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、石上良夫君から申し

出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第４０ 議長発議第４号
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○議長（足立 喜義君） 日程第４０、議長発議第４号、閉会中の継続審査の申し出についてを議

題といたします。

お諮りいたします。広報調査特別委員長、井田章雄君から、閉会中も議会広報などの編集につ

いて十分審査を行う必要があると、会議規則第７５条の規定に基づき継続審査の申し出がありま

した。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、広報調査特別委員長、井田章雄君から

の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第４１ 議長発議第５号

○議長（足立 喜義君） 日程第４１、議長発議第５号、閉会中の継続審査の申し出についてを議

題といたします。

お諮りいたします。選挙事務問題調査特別委員長、井田章雄君から、閉会中も選挙事務等につ

いて十分審査を行う必要があると、会議規則第７５条の規定に基づき継続審査の申し出がありま

した。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議がございますので、起立により採決いたします。

継続審査を行うことに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 賛成多数と認めます。よって、選挙事務問題調査特別委員長、井田章雄

君から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第４２ 議長発議第６号

○議長（足立 喜義君） 日程第４２、議長発議第６号、閉会中の継続審査の申し出についてを議

題といたします。

お諮りいたします。議会改革調査特別委員長、青砥日出夫君から、閉会中も議会改革等につい

て十分審査を行う必要があると、会議規則第７５条の規定に基づき継続審査の申し出がありまし

た。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議なしと認めます。よって、議会改革調査特別委員長、青砥日出夫
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君からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

⋞ ⋞

追加日程第４３ 議長発議第７号

○議長（足立 喜義君） さきに設置いたしました人権⋞同和対策特別委員会委員長、井田章雄君

から、閉会中の継続審査の申し出がありました。

この際、閉会中の継続審査の申し出についてを日程に追加し、追加日程第４３、議長発議第７

号、閉会中の継続審査の申し出についてとすることに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 御異議がございますので、起立により採決をいたします。

閉会中の継続審査の申し出についてを追加日程とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 賛成多数と認めます。よって、人権⋞同和対策特別委員会の閉会中の継

続審査の申し出については、追加日程第４３として日程追加されました。

追加日程第４３、議長発議第７号、閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。人権⋞同和対策特別委員長、井田章雄君から、閉会中も人権⋞同和対策に

ついて十分審査を行う必要があると、会議規則第７５条の規定に基づき継続審査の申し出があり

ました。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議がございますので、起立により採決いたします。

閉会中の継続審査の申し出についてに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（足立 喜義君） 賛成多数と認めます。よって、人権⋞同和対策特別委員長、井田章雄君

から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。

⋞ ⋞

○議長（足立 喜義君） 以上をもちまして今期定例会の会議に付議されました事件はすべて議了

いたしました。

よって、第２回南部町議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議なしと認めます。これをもちまして平成２３年第２回南部町議会定

例会を閉会いたします。
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午後６時４７分閉会

議長あいさつ

○議長（足立 喜義君） ３月定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

３月４日に開会以来、本日まで２１日間にわたり、平成２３年度一般会計予算を初め、補正予

算、条例など、当面する町政の諸案件を議員各位の終始極めて真剣な御審議により、ここにすべ

て案件を議了しました。

そして、極めて妥当な結論を得たのでありまして、議員各位の御精励に対し、深く敬意をあら

わすとともに、衷心より厚くお礼を申し上げる次第であります。

町長を初め、執行部におかれましては、審議の間、常に真摯な態度をもって御協力いただきま

したことに対しまして感謝申し上げるとともに、今期定例会を通じて議員各位から述べられた一

般質問、あるいは質疑などの意見、要望につきましては、町政執行に際しまして十分反映されま

すよう要望する次第であります。

３月１１日に発生いたしました東北⋞関東大震災は、１，０００年に一度と言われるような日

本国が経験したことのない、とてつもない巨大地震でありました。巨大津波が家々を押し流し、

人をのみつくした光景は、恐怖なまでの自然の力と人間文明の無力さを痛感いたしました。深刻

な事態にある福島原子力発電所の一刻も早い事態の安定や、２週間余りたった今も死者、行方不

明者が２万５，０００人以上など、被害の全体像が明らかでない被災地の１日も早い復興をお祈

りいたしますとともに、同じ日本人としてできることを末永く支援し続けていくことが求められ

ています。

また、南部町から岩手県宮古市へ派遣されていました支援隊が本日無事に帰町し、報告を受け

ました。この震災を決して他人事としないで、いま一度、一人一人が災害に備えた準備を怠らぬ

ようお願い申し上げる次第であります。

さて、年末年始からの豪雪でありました冬もようやく春めいて、南部町の名物の花回廊や桜、

一式飾り、緑水湖が見ごろとなり、南部町の春がすぐそこまで来ています。

終わりとなりましたが、皆様におかれましては健康に留意され、ますますの御活躍を御祈念い

たしまして、閉会のごあいさつといたします。御苦労さんでございました。

町長あいさつ

○町長（坂本 昭文君） ３月定例議会の閉会に当たりまして、一言お礼のごあいさつを申し上げ
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ます。

本定例会は、３月４日より本日まで２１日間にわたり開催されまして、平成２３年一般会計当

初予算案を初め、３２議案を御審議いただきました。長丁場でお疲れのことと存じますが、慎重

御審議の上、全議案ともに御賛同賜り御承認をいただきまして、まことにありがとうございまし

た。

さて、会期中の３月１１日には、東北地方においてマグニチュード９．０という大地震が発生

をいたしまして、その後の大津波において、本日現在２万５，０００人以上の死者及び行方不明

者が出るなど大変な被害となりまして、まさに国難ともいうべき事態が発生をいたしました。町

民の皆様とともに被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を支

援をしてまいりたいと、このように思う次第であります。

町では、３月１８日に副町長を隊長とする支援隊を岩手県宮古市に派遣いたしましたけれども、

余震の続く中、悲惨な運命を甘んじて引き受けて、肩寄せ合って不安に過ごしておられる被災者

の皆様には、殊のほか喜んで受け入れていただきまして思う存分の支援を果たしていただきまし

た。支援隊の皆様を御慰労申し上げますとともに、支援策について何かと御指導御協力を賜りま

した議会議員の皆様方にも厚くお礼を申し上げます。この震災については、今後も当分の間の支

援が必要と思われますけれども、今後におきましては鳥取県を通じて必要な支援を果たしてまい

りたいと存じておりますので、引き続きましてよろしくお願いを申し上げたいと思います。

本議会の中で保育園の民間委託についてさまざまな御意見をちょうだいいたしましたが、長年

の運営方式の変更でありまして、不安なお気持ちをお持ちだということもよく理解をいたしてお

りますが、現在与えられている情況の中でさまざまな課題を同時並行的に解決するためのベター

な選択であると、このように思っておるところであります。御指摘をいただいたことに思いをい

たしまして必ずや今まで以上の保育の実現を果たしまして、御批判や御心配にこたえてまいりた

いと決意をいたしておりますので、どうぞ温かくお見守りくださいますように、よろしくお願い

を申し上げます。

いよいよ春となりまして、桜の花もやがて咲く時期を迎えております。議員各位におかれまし

ては健康に御留意の上、議員活動に御尽瘁を賜りますようにお願いを申し上げまして、お礼のご

あいさつといたしたいと思います。どうもありがとうございました。
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